
  

平成16年３月期 中間決算短信（連結） 平成15年11月25日 

 

上場会社名 株式会社 光通信 上場取引所 東証第一部 
コード番号 9435 本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.hikari.co.jp）  
代 表 者 役職名 代表取締役会長 氏 名 重田 康光  
問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長 氏 名 儀同  康 ＴＥＬ (03)5951-3718 

決算取締役会開催日 平成15年11月25日  
米国会計基準採用の有無 無  
 
１.平成15年９月中間期の業績(平成15年４月１日～平成15年９月30日) 
（１）連結経営成績                           (注)金額は百万円未満を切り捨て表示 

 売上高 営業利益 経常利益 
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

15年９月中間期 74,570 125.2 8,832 190.2 7,529 373.5 
14年９月中間期 59,586 ― 4,644 ― 2,016 ― 

15年３月期 124,105  10,269  3,403  
 

 当期純利益 
1株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 
1株当たり当期純利益 

百万円 ％ 円 銭 円 銭 

15年９月中間期 3,718 ― 66 84 63 80 

14年９月中間期 △ 1,579 ― △   34 43 ― ― 

15年３月期 △  7,922  △    171 13 ― ― 

（注）①持分法投資損益 15年９月中間期 △ 154百万円 14年９月中間期 △1,494百万円 15年３月期 △2,102百万円 

      ②期中平均株式数（連結） 15年９月中間期 55,630,244株  14年９月中間期 45,869,109株  15年３月期 46,295,451株 

      ③会計処理の方法の変更 有      

④売上高、営業利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は対前年中間期増減率であり、14年９月中間期につい

ては、14年３月期が決算期変更に伴う７ヶ月決算であるため比較は行っておりません。 

 
（２）連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 
 百万円 百万円 ％ 円 銭 

15年９月中間期 113,250 62,779 55.4 1,094 16 
14年９月中間期 148,086 53,764 36.3 1,161 62 

15年３月期 122,078 53,028 43.4 1,026 45 
（注）期末発行済株式数（連結） 15年９月中間期 57,376,389株 14年９月中間期 46,284,388株 15年３月期 51,661,825株 

 
（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期 末 残 高 
 百万円 百万円 百万円 百万円 

15年９月中間期 9,284 1,513 △ 11,354 29,061 
14年９月中間期 4,382 3,677 △  20,651 42,798 

15年３月期 8,180 5,819 △ 39,783 29,669 

 （４）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 26社 持分法適用非連結子会社数 ２社  持分法適用関連会社数 ６社  

 
（５）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 （新規） ３社 （除外） １社 持分法 （新規） ０社 （除外） ２社 

 
２．平成16年３月期の業績予想（平成15年４月１日～平成16年３月31日） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 百万円 百万円 百万円 

通      期 150,000 17,500 14,000 7,000 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)  125円83銭 

上記の業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものです。実際の業績は、今後様々な

要因によって予想値と異なる可能性があります。なお、当社は、財務体質の強化を目的とし、投資有価証券等の流動化を進めて

おりますが、市場環境や経済情勢等の外部環境に因るところが大きく、かつ予想が困難なため、その営業外損益及び特別損益に

与える影響は、上記予想値に反映しておりません。 
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平成 16 年 3 月期    個別中間財務諸表の概要         平成 15 年 11 月 25 日 
 
上 場 会 社 名        株式会社  光 通 信                   上場取引所 東証第一部 

コ ー ド 番 号         9435                                      本社所在都道府県  東京都 
 （URL  http://www.hikari.co.jp） 
代 表 者 役職名  代表取締役会長   氏  名  重田 康光 

問合せ先責任者        役職名  取締役管理本部長 氏  名  儀同  康              ＴＥＬ （03）5951-3718 

中間決算取締役会開催日 平成 15 年 11 月 25 日           中間配当制度の有無   有 

                                                     単元株制度採用の有無   有 (1 単元 100 株)  
 
１．15 年 9 月中間期の業績（平成 15 年４月１日～平成 15 年９月 30 日） 

（1）  経営成績                   （注）記載金額は百万円未満を切り捨て表示しております。 

 売 上 高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

15 年９月中間期 17,340 115.3 3,116 93.7 2,614 79.3 

14 年９月中間期 15,036 ― 3,325 ― 3,297 ― 

15 年３月期 31,791  6,232  4,017  
 

 中間(当期)純利益 1 株当たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 

15 年９月中間期 2,709 ― 48 71 

14 年９月中間期   △  260 ―        △  5 67 

15 年３月期 △ 7,686         △ 166 00 

 （注） ① 期中平均株式 15 年９月中間期 55,630,244 株 14 年９月中間期 45,892,009 株 15 年３月期 46,303,401 株 
        ② 会計処理の方法の変更  無  
     ③ 売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であり、 
      14 年９月中間期については、14 年３月期が決算期変更に伴う７ヶ月決算であるため比較は行っておりません。 
 
（2） 配当状況 

 1 株当たり中間配当金 1 株当たり年間配当金 

 円 銭 円 銭 

15 年９月中間期      0       ―――  

14 年９月中間期      0       ―――  

15 年３月期    ―――      0 00 
  
（3） 財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 1 株当たり株主資本 
 百万円 百万円 ％ 円 銭 

15 年９月中間期    119,268    83,241     69.8 1,450 80 

14 年９月中間期    150,716    76,200     50.6  1,646   17 

15 年３月期    123,579    74,505     60.3  1,442   17 
(注)① 期末発行済株式数 15 年９月中間期 57,376,389株 14 年９月中間期 46,289,755 株 15 年３月期 51,661,825 株

② 期末自己株式数 15 年９月中間期 4,753 株 14 年９月中間期      1,946 株 15 年３月期 3,056 株
 
２．16 年３月期の業績予想（平成 15 年４月１日～平成 16 年３月 31 日） 

1 株当たり年間配当金  
売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

期 末     

百万円 百万円 百万円 百万円  円 銭    円 銭 
通  期 

35,000 6,300 5,000 3,000 0 00 0 00 

  (参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 53 円 93 銭 
 
 上記の業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものです。実際の業績は、今
後様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。なお、当社は、財務体質の強化を目的とし、投資有価証券等の
流動化を進めておりますが、市場環境や経済情勢等の外部環境に因るところが大きく、かつ予想が困難なため、その営業
外損益及び特別損益に与える影響は、上記予想値に反映しておりません。 
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1．中間貸借対照表 
 

 （単位：百万円）

前中間会計期間末 

（平成14年９月30日現在） 

当中間会計期間末 

（平成15年９月30日現在） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成15年３月31日現在） 

                       期  別 
 

 
項  目 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比 

（ 資 産 の 部 ）    ％   ％   ％ 

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金 ※２ 18,030   12,562   3,432   

２．売掛金  3,148   2,883   4,270   

３．たな卸資産  162   30   258   

４．その他  4,378   7,101   5,035   

５．貸倒引当金  ―   △   82   △   83   

流動資産合計   25,720 17.1  22,495 18.9  12,913 10.4 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※1,2 4,131  2.7 3,738  3.1 3,830  3.1 

２．無形固定資産  701  0.5 657  0.6 620  0.5 

３．投資その他の資産           

(１)投資有価証券  26,701   22,913   23,117   

(２)関係会社株式  65,002   53,512   60,872   

(３)出資金  12,753   8,754   10,627   

(４)長期貸付金  19,281   7,285   17,839   

(５)固定化債権  10,754   ―   8,732   

(６)破産債権等に準ずる債権  599   ―   234   

(７)破産債権等  ―   5,637   ―   

(８)繰延税金資産  26,274   21,891   25,515   

(９)その他  4,015   3,943   4,045   

(10)投資損失引当金  △34,387   △25,743   △35,231   

(11)貸倒引当金  △10,832   △5,817   △ 9,538   

投資その他の資産合計  120,163  79.7 92,377  77.4 106,214  86.0 

固定資産合計   124,996 82.9  96,773 81.1  110,665 89.6 

資産合計   150,716 100.0  119,268 100.0  123,579 100.0 
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 （単位：百万円）

前中間会計期間末 

（平成14年９月30日現在） 

当中間会計期間末 

（平成15年９月30日現在） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成15年３月31日現在） 

                      期  別 
 
項  目 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比 

（ 負 債 の 部 ）   ％   ％   ％ 

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金 ※２ 1,025   576   1,677   

２．一年以内返済予定の長期借入金 4,499   2,345   2,882   

３．一年以内償還予定の社債 25,700   23,947   28,736   

４．賞与引当金  107   58   159   

５．その他 ※３ 4,106   3,925   3,834   

流動負債合計  35,438 23.5  30,851 25.9  37,289 30.2 

Ⅱ 固定負債           

１．社債 29,077   4,048   4,048   

２．転換社債  6,320   -   5,480   

３．長期借入金  3,070   600   1,700   

４．役員退職慰労引当金  70   78   76   

５．その他 539   447   479   

固定負債合計   39,077 25.9  5,175 4.3  11,784 9.5 

負債合計   74,516 49.4  36,026 30.2  49,074 39.7 

（ 資 本 の 部 ）           

Ⅰ 資本金   47,624 31.6  53,294 44.7  50,542 40.9 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  26,856   24,841   29,773   

資本剰余金合計   26,856 17.8  24,841 20.8  29,773 24.1 

Ⅲ 利益剰余金           
１．中間（当期）未処分
利益（△は未処理損
失） 

 △ 260   2,709   △7,686   

利益剰余金合計   △ 260 △ 0.2  2,709 2.3  △7,686 △ 6.2 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   1,982 1.4  2,403 2.0  1,878 1.5 

Ⅴ 自己株式   △  2 △ 0.0  △  7 △0.0  △  3 △ 0.0 

資本合計   76,200 50.6  83,241 69.8  74,505 60.3 

負債資本合計   150,716 100.0  119,268 100.0  123,579 100.0 
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2. 中間損益計算書 
 （単位：百万円）

前中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 

  至 平成14年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 

  至 平成15年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成14年４月１日 

  至 平成15年３月31日） 

                     期  別 
 

 項  目 
金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 百分比 

  ％   ％   ％ 

Ⅰ 売上高   15,036 100.0  17,340 100.0  31,791 100.0 

Ⅱ 売上原価   5,161 34.3  5,911 34.1  11,557 36.4 

売上総利益   9,875 65.7  11,428 65.9  20,234 63.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   6,549 43.6  8,311 47.9  14,002 44.0 

営業利益   3,325 22.1  3,116 18.0  6,232 19.6 

Ⅳ 営業外収益 ※１  3,126 20.8  2,186 12.6  3,816 12.0 

Ⅴ 営業外費用 ※２  3,154 21.0  2,688 15.5  6,031 19.0 

経常利益   3,297 21.9  2,614 15.1  4,017 12.6 
Ⅵ 特別利益 ※３  731 4.9  5,043 29.0  2,252 7.1 

Ⅶ 特別損失 ※４  4,156 27.6  2,643 15.2  13,861 43.6 

税引前中間（当期）純
利益（△は純損失） 

 
 

 △  126 △ 0.8  5,014 28.9  △7,591 △ 23.9 

法人税、住民税及び事
業税 

 
 
133   △  942   △ 502   

法人税等調整額  - 133 0.9 3,247 2,305 13.3 597 94 0.3 

中間（当期）純利益
（△は純損失） 

  △  260 △ 1.7  2,709 15.6  △7,686 △ 24.2 

前期繰越利益（△は繰
越損失）   -   -   -  

中間（当期）未処分利
益（△は未処理損失）   △  260   2,709   △7,686  
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3-1. 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

期  別 
 
項  目 

前中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日）

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成15年３月31日） 

１．資産の評価基準及び

評価方法 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式及び関連会

社株式 

 移動平均法による原価法 

 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式及び関連会

社株式 

同  左 

 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式及び関連会

社株式 

同  左 

 

  ②その他有価証券 

 時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理しております。また、売

却原価は、移動平均法によ

り計算しております。） 

 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 

 ②その他有価証券 

 時価のあるもの 

同  左 

 

 

 

 

 

 

 時価のないもの 

同  左 

 ②その他有価証券 

 時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し

ております。また、売却原

価は、移動平均法により計

算しております。） 

 

 時価のないもの 

同  左 

 （2）デリバティブ 

 時価法 

 

（2）デリバティブ 

同  左 

 

（2）デリバティブ 

同  左 

 

 （3）たな卸資産 

 商品 

 総平均法による原価法 

 

（3）たな卸資産 

 商品 

同  左 

 

（3）たな卸資産 

 商品 

同  左 

 

２．固定資産の減価償却

の方法 

（1）有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10

年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除

く）については定額法）を

採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

建物及び構築物 ３～50年 

車両運搬具   ３～６年 

工具器具備品  ３～15年 

 

（1）有形固定資産 

同  左 

 

（1）有形固定資産 

同  左 
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期  別 
 
項  目 

前中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成15年３月31日） 

 (2) 少額減価償却資産 

 取得価額が10万円以上20

万円未満の減価償却資産に

ついては、３年間で均等償

却をしております。 

 

(2) 少額減価償却資産 

同  左 

(2) 少額減価償却資産 

同  左 

 (3) 無形固定資産 

 定額法を採用しておりま

す。 

 ただし、自社利用のソフ

トウェアについては、社内

における利用可能期間 

（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

 

(3) 無形固定資産 

同  左 

 

(3) 無形固定資産 

同  左 

 

 (4) 長期前払費用 

 定額法を採用しておりま

す。 

(4) 長期前払費用 

同  左 

 

(4) 長期前払費用 

同  左 

 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。 

 

(1) 貸倒引当金 

同  左 

 

(1) 貸倒引当金 

同  左 

 

 (2) 投資損失引当金 

 投資先に対する投資損失

の発生に備えるため、財政

状態等を勘案し、必要と認

められる金額を計上してお

ります。 

 

(2) 投資損失引当金 

同  左 

 

(2) 投資損失引当金 

同  左 

 

 (3) 賞与引当金 

 従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき計上し

ております。 

 

(3) 賞与引当金 

同  左 

 

(3) 賞与引当金 

同  左 
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期  別 
 
項  目 

前中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日）

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成15年３月31日） 

 (4) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職による退職慰

労金の支出に備え、役員退

職慰労金規程による中間期

末要支給額を計上しており

ます。 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

同  左 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職による退職慰

労金の支出に備え、役員退

職慰労金規程による要支給

額全額を計上しておりま

す。 

 

４．外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への換算基

準 

 外貨建金銭債権債務は、

中間決算日の直物等為替相

場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理し

ております。 

 

同  左 

 

 外貨建金銭債権債務は、

決算日の直物等為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してお

ります。 

５．リース取引の処理方

法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同  左 

 

同  左 

 

６．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用し

ております。ただし、特例

処理の要件を充たす金利ス

ワップについては、特例処

理を採用しております。ま

た、振当処理及び特例処理

の要件を充たす通貨金利ス

ワップについては、ヘッジ

対象との一体処理を採用し

ております。 

(1)ヘッジ会計の方法 

同  左 

(1)ヘッジ会計の方法 

同  左 
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期  別 
 
項  目 

前中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成15年３月31日） 

 （2）ヘッジ手段とヘッジ

対象 

ヘッジ手段 

 通貨スワップ、金利ス

ワップ又はこれらを組み合

わせた取引 

ヘッジ対象 

 将来の市場価格（為替、

金利）変動に係わる市場リ

スクのある借入金、外貨建

社債 

（2）ヘッジ手段とヘッジ

対象 

同  左 

（2）ヘッジ手段とヘッジ

対象 

同  左 

 （3）ヘッジ方針 

 通貨金利スワップは、外

貨建社債に係る将来の為替

変動リスク及び金利変動リ

スクを回避する目的で行っ

ており、ヘッジ対象の識別

は、個別契約毎に行ってお

ります。金利スワップは、

借入金の金利変動を回避す

る目的で行っており、ヘッ

ジ対象の識別は、個別契約

毎に行っております。 

（3）ヘッジ方針 

同  左 

（3）ヘッジ方針 

同  左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方

法 

 通貨金利スワップについ

ては、ヘッジ対象との一体

処理を採用しているため、

ヘッジの有効性の評価を省

略しております。また、金

利スワップについては、特

例処理を採用しているた

め、ヘッジの有効性の評価

を省略しております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

同  左 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

同  左 
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期  別 
 
項  目 

前中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成15年３月31日） 

７．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 

税抜方式によっておりま

す。 

 

(1)消費税等の会計処理 

同  左 

(1)消費税等の会計処理 

同  左 

 ――――――――― (2)連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用して

おります。 

(2)連結納税制度の適用 

 当事業年度から連結納税

制度を適用しており、「連

結納税制度を適用する場合

の税効果会計に関する当面

の取扱い（その１）」（企

業会計基準委員会 平成14

年10月９日）及び「連結納

税制度を適用する場合の税

効果会計に関する当面の取

扱い（その２）」（企業会

計基準委員会平成15年２月

６日）に基づき、会計処理

及び表示を行っておりま

す。 

 

 ――――――――― ――――――――― (3)自己株式及び法定準備

金の取崩等に関する会計基

準 

 「自己株式及び法定準備

金の取崩等に関する会計基

準」（企業会計基準第１

号）が平成14年４月１日以

後に適用されることになっ

たことに伴い、当事業年度

から同会計基準によってお

ります。これによる当事業

年度の損益に与える影響は

軽微であります。 

 なお、財務諸表等規則の

改正により、当事業年度に

おける貸借対照表の資本の

部については、改正後の財

務諸表等規則により作成し

ております。 
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期  別 
 
項  目 

前中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日）

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成15年３月31日） 

 ――――――――― ――――――――― (4)１株当たり情報 

「１株当たり当期純利益

に関する会計基準」（企業

会計基準第２号）及び「１

株当たり当期純利益に関す

る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第

４号）が平成14年４月１日

以後開始する事業年度に係

る財務諸表から適用される

ことになったことに伴い、

当事業年度から同会計基準

及び適用指針によっており

ます。なお、これによる影

響については、「１株当た

り情報に関する注記」に記

載しております。 

 



 

 

 

55

3-2. 表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日） 

――――――――――― （中間貸借対照表） 
「破産債権等に準ずる債権」については、前中間会
計期間において区分掲記しておりましたが、区分掲記
の基準以下の状況が継続しているため、当中間会計期
間から「固定化債権」に含めて表示することとしまし
た。 
なお、当中間会計期間末の「破産債権等に準ずる債
権」は、234百万円であります。 

また、「固定化債権」は、より適切な科目として表

示するため、当中間会計期間より「破産債権等」に変

更いたしました。 
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3-3. 追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成15年３月31日） 

（自己株式及び法定準備金取崩等

会計） 

 当中間会計期間から「自己株式及

び法定準備金の取崩等に関する会

計基準」（企業会計基準第１号 平

成14年２月21日 企業会計基準委員

会）を適用しております。これによ

る当中間会計期間の損益に与える

影響は軽微であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の資本の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

 

――――――――――― ――――――――――― 

（退職給付会計） 

 当社は平成14年６月30日をもっ

て従業員退職金制度（企業年金、適

格年金）を廃止することを決議し、

相当する引当金を全額取崩してお

ります。これによる、当中間会計期

間の損益に与える影響額は軽微で

あります。 

――――――――――― （退職給付会計） 

 当社は平成14年６月30日をもっ

て従業員退職金制度（企業年金、適

格年金）を廃止することを決議し、

相当する引当金を全額取崩してお

ります。これによる当事業年度の損

益に与える影響は軽微であります。 
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4-1. 注記事項（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成14年９月30日現在） 

当中間会計期間末 
（平成15年９月30日現在） 

前事業年度末 
（平成15年３月31日現在） 

※１．有形固定資産の減価償却累

計額 

          1,663百万円 

 

※１．有形固定資産の減価償却累

計額 

         1,219百万円 

 

※１．有形固定資産の減価償却累

計額 

         1,375百万円 

※２．担保提供資産 

（担保に供している資産） 

定期預金       105百万円 

（上記に対応する債務） 

買掛金         0百万円 

 

※２．担保提供資産 

（担保に供している資産） 

定期預金 105百万円 

土  地 2,153百万円 

建  物 1,057百万円 

※２．担保提供資産 

（担保に供している資産） 

定期預金 105百万円 

土  地 2,153百万円 

建  物 1,074百万円 

 （上記に対応する債務） （上記に対応する債務） 

 買掛金       253百万円 

 土地及び建物を連結子会社の製

品供給取引及び請負取引から生じ

る債務（当中間期末残高3,900百万

円）に対して担保提供しておりま

す。当該債務に係る根抵当権の極

度額は1,166百万円であります。 

 

 定期預金を営業取引から生じる

債務に対して担保提供しておりま

す。なお、期末現在該当する債務

はありません。 

 土地及び建物を連結子会社の製

品供給取引及び請負取引から生じ

る債務（当期末残高3,373百万円）

に対して担保提供しております。

当該債務に係る根抵当権の極度額

は1,166百万円であります。 

 

※３. 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「その

他」に含めて表示しております｡ 

 

※３. 消費税等の取扱い 

同  左 

※３.――――――――――― 
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前中間会計期間末 
（平成14年９月30日現在） 

当中間会計期間末 
（平成15年９月30日現在） 

前事業年度末 
（平成15年３月31日現在） 

４．偶発債務 

 以下の関係会社に対し、借入債

務保証及び仕入債務保証を行って

おります。なお、金額については

極度額を記載しております。 

 

４．偶発債務 

 以下の関係会社に対し、仕入債

務保証を行っております。なお、

金額については極度額を記載して

おります。 

 

４．偶発債務 

 以下の関係会社に対し、借入債

務保証及び仕入債務保証を行って

おります。なお、金額については

極度額を記載しております。 

 

 

（借入債務保証）  

保証先 金額 

 百万円 

㈱ﾋﾟｰﾃｨｱﾝﾄﾞｼｰ 170 

合計 170 

（仕入債務保証）  

保証先 金額 

 百万円 

㈱ﾊﾝﾃﾞｨﾎﾝ 60 

㈱ｺｰﾙ･ﾄｩ･ｳｪﾌﾞ 35 

㈱ｹｲﾜｲｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 30 

㈱北日本通信 20 

㈱ｵｰﾋﾞｰｴﾑ 20 

合計 165 

  
 

 

（仕入債務保証）  

保証先 金額 

 百万円 

㈱ｵｰﾋﾞｰｴﾑ 70 

㈱ｺｰﾙ･ﾄｩ･ｳｪﾌﾞ 35 

合計 105 

  
 

 

（借入債務保証）  

保証先 金額 

 百万円 

㈱ｼﾞｪｰ･ﾃｨｰ･ｼｰ 142 

㈱ﾋﾟｰﾃｨｱﾝﾄﾞｼｰ 28 

合計 170 

（仕入債務保証）  

保証先 金額 

 百万円 

㈱ｵｰﾋﾞｰｴﾑ 70 

㈱ｺｰﾙ･ﾄｩ･ｳｪﾌﾞ 35 

合計 105 
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前中間会計期間末 
（平成14年９月30日現在） 

当中間会計期間末 
（平成15年９月30日現在） 

前事業年度末 
（平成15年３月31日現在） 

５．純資産額維持 

 当社は、社債要項に基づいて第

４回無担保社債（新株引受権附）

（当初の発行総額7,000百万円当中

間会計期間末未償還残高7,000百万

円 発行日平成11年12月24日 償

還日平成14年12月24日）及び第６

回無担保社債（担保提供限定特約

付）（当初の発行総額40,000百万

円 当中間会計期間末未償還残高

24,729百万円 発行日平成11年12

月24日 償還日平成15年12月24

日）の未償還残高が存在する限

り、当社の決算期の末日における

貸借対照表に示される資本の部の

金額を724億円以上に維持する必要

があります。当該金額を下回る場

合は、その貸借対照表の基準とし

た決算期の末日より４ヶ月を経過

したときに期限の利益を喪失しま

す。 

 これらの期限の利益喪失に関す

る特約は、本社債のために担保附

社債信託法に基づき、社債管理会

社が適当と認める担保権を設定し

たときは適用されません。 

 

５．―――――――――――― ５．―――――――――――― 

６．―――――――――――― ６．当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行１行と当

座貸越契約を締結しております。

これら契約に基づく当中間会計期

間末の借入未実行残高は次のとお

りであります。 

 

当座貸越極度額  1,000百万円 

 借入実行残高    ―    

  差引額    1,000 

 

６．当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行２行と当

座貸越契約を締結しております。

これら契約に基づく当事業年度末

の借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

 

当座貸越極度額  1,170百万円 

 借入実行残高    ―    

  差引額    1,170 
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4-2. 注記事項（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成15年３月31日） 

※１.営業外収益のうち主要なもの 

受取利息       268百万円 

受取配当金      427 

投資有価証券売却益 1,820 

 

※１.営業外収益のうち主要なもの 

受取利息       195百万円 

受取配当金      349 

投資有価証券売却益  941 

 

※１.営業外収益のうち主要なもの 

受取利息       496百万円 

受取配当金      434 

投資有価証券売却益 1,757 

 

※２.営業外費用のうち主要なもの 

支払利息       84百万円 

社債利息       424 

貸倒引当金繰入額   207 

出資金損失負担額  1,931 

 

※２.営業外費用のうち主要なもの 

支払利息        45百万円 

社債利息       257 

貸倒引当金繰入額   151 

出資金損失負担額  1,578 

 

※２.営業外費用のうち主要なもの 

支払利息       147百万円 

社債利息       750 

貸倒引当金繰入額   382 

出資金損失負担額  3,857 

 

※３.特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券売却益  43百万円 

社債買入消却益    423 

貸倒引当金戻入益   87 

新株引受権戻入益   164 

 

※３.特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券売却益   218百万円 

社債買入消却益      4 

貸倒引当金戻入益    23 

関係会社減資払戻益  4,797 

 

※３.特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券売却益  55百万円 

社債買入消却益    592 

貸倒引当金戻入益   121 

新株引受権戻入益  1,354 

 

※４.特別損失のうち主要なもの 

前期損益修正損   2,235百万円 

固定資産除売却損   178 

電話加入権      145 

その他         33 

投資有価証券売却損  114 

関係会社株式売却損  272 

投資有価証券評価損 1,220 

投資損失引当金繰入額  134 

前期損益修正損の内訳は次のとお

りであります。 

過年度売上修正額   152百万円 

連結子会社の更正決定に  

伴う修正損            2,083 

 当社の連結子会社が東京国税局よ

り平成12年8月期にかかる更正を受

け、当社も当該更正に沿った修正処

理を行ったものであります。 

 

※４.特別損失のうち主要なもの 

固定資産除売却損    26百万円 

投資有価証券売却損   15 

投資有価証券評価損   371 

投資損失引当金繰入額  1,995 

訴訟和解金       236 

 

※４.特別損失のうち主要なもの 

前期損益修正損   2,340百万円 

固定資産除売却損   354 

投資有価証券売却損  356 

関係会社株式売却損  281 

投資有価証券評価損 4,594 

投資損失引当金繰入額 5,934 

前期損益修正損の内訳は次のとお

りであります。 

過年度売上修正額   152百万円 

連結子会社の更正決定に  

伴う修正損            2,083 

 なお、連結子会社の更正決定に伴

う修正損は、当社の連結子会社が東

京国税局より平成12年8月期にかか

る更正を受け、当社も当該更正に

沿った修正処理を行ったものであり

ます。 

 

５.減価償却実施額 

有形固定資産     191百万円 

無形固定資産     72 

 

５.減価償却実施額 

有形固定資産     110百万円 

無形固定資産      84 

 

５.減価償却実施額 

有形固定資産     359百万円 

無形固定資産     154 
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5. リース取引関係 

前中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成15年３月31日） 

 リース契約一件当たりのリース料

総額が３百万円を超えるものがない

ため、記載を省略しております。 

同  左 同  左 
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6. 有価証券関係 
 

子会社株式で時価のあるもの （単位：百万円） 

前中間会計期間末 

（平成14年９月30日現在） 

当中間会計期間末 

（平成15年９月30日現在） 

前事業年度末 

（平成15年３月31日現在） 

 中間貸借

対照表計

上 額 

時 価 差 額 

中間貸借

対照表計

上 額 

時 価 差 額 
貸借対照

表計上額 
時 価 差 額 

子会社株式 4,818 5,495 676 428 3,104 2,676 4,818 4,815 △  3 

関連会社株式で時価のあるものはありません｡ 
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7. １株当たり情報 

前中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成15年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,646円17銭 １株当たり純資産額 1,450円80銭 １株当たり純資産額 1,442円17銭 

１株当たり中間純損失 5円67銭 １株当たり中間純利益 48円71銭 １株当たり当期純損失 166円00銭 

  潜在株式調整後１株当たり中間純利益 46円49銭   

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、１株当

たり中間純損失が計上されているた

め記載しておりません。また、１株

当たり情報の計算については、当中

間期は自己株式数を控除して算出し

ております。 

 

（追加情報） 

 当中間連結会計期間より「１株当

たり当期純利益に関する会計基準」

(企業会計基準第２号 平成14年９月

25日 企業会計基準委員会)及び「1

株当たり当期純利益に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第4号 平成14年9月25日 企業

会計基準委員会)を適用しておりま

す。 

なお、従来の方法によった場合の

当中間連結会計期間における1株当

たり情報の各金額については上記と

同額であります。 

  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、１株当

たり当期純損失が計上されているた

め記載しておりません。 

 

 当事業年度より「１株当たり当期

純利益に関する会計基準」（企業会

計基準第２号）及び「１株当たり当

期純利益に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第４

号）を適用しております。 

 なお、従来の方法によった場合の

当事業年度における１株当たり情報

の各金額については上記と同額であ

ります。 
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（注）１株当たり中間（当期）純利益（損失）及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 
 
 
 
 

前中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
 至 平成15年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
 至 平成15年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益

（損失） 

 

 

 

 

 

中間（当期）純利益（△損失） 

（百万円） 

 

△ 260 

 

2,709 

 

△ 7,686 

普通株主に帰属しない金額 

（百万円） 

 

― 

 

― 

 

― 

（うち利益処分による役員賞与

金） 

 

（   ―） 

 

（   ―） 

 

（   ―） 

普通株式に係る中間（当期）純利

益（△損失） 

（百万円） 

 

 

△ 260 

 

 

2,709 

 

 

△ 7,686 

期中平均株式数（株） 45,892,009 55,630,244 46,303,401 

    

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益 

   

中間（当期）純利益調整額 

（百万円） 

 

― 

 

― 

 

― 

（うち支払利息（税額相当額控除

後）） 

 

（   ―） 

 

（   ―） 

 

（   ―） 

（うち事務手数料（税額相当額控

除後）） 

 

（   ―） 

 

（   ―） 

 

（   ―） 

普通株式増加数（株） ― 2,650,112 ― 

（うち転換社債） （   ―） （2,254,977） （   ―） 

（うち新株引受権） （   ―） （ 206,607） （   ―） 

（うち新株予約権） （   ―） （ 188,528） （   ―） 

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

 転換社債１銘柄(額面

総額6,320百万円)、新株

引受権附社債２銘柄(新

株引受権の残高1,239百

万円)及び新株予約権1種

類(新株予約権の数3,000

個)。 

―――――――――  2005年５月31日満期

ユーロ円建転換社債、第

３回無担保社債（新株引

受権附）、第４回無担保

社債（新株引受権附）、

第５回無担保社債（新株

引受権附）及び新株予約

権２種類（新株予約権の

個数3,103個）。 
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8. 重要な後発事象 

前中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成15年３月31日） 

―――――――――――― ―――――――――――― １．米国集団訴訟の和解合意 
 平成12年９月８日以降、当社及び連
結子会社である㈱クレイフィッシュ、
同社元代表取締役社長松島庸氏（平成
13年５月18日付で同社代表取締役を
辞任しております）、同社の引受証券
会社に対して米国において11件訴訟
が提起されておりました。原告の主張
は、㈱クレイフィッシュが米国の株式
市場ナスダックにおいて平成12年３
月８日に株式公開した際の公募関係
書類において、不十分もしくは誤解を
招く情報開示がなされていたことに
より、同社株式を購入した投資家が被
ったと主張する経済的損害について
被告らに責任がある、というもので
す。 
 その後、11件あった訴訟が１件に併
合され、裁判所が原告代表法律事務所
の選定作業を行っておりましたが、平
成14年6月4日に、その作業が終わりま
した。それに伴い、平成14年７月19
日付けで統合され改正された集団訴
訟の訴状(a consolidated amended 
class action complaint)が送付され
ました。これに対して、被告らは、そ
れぞれ訴状却下の申し立てを行いま
した。 
 以上の経緯を経て、平成15年６月６
日（米国時間）に、本集団訴訟の被告
である、当社、㈱クレイフィッシュ及
び同社の当時の代表取締役社長は、原
告との間で、900万米ドルを支払うこ
とよって、本集団訴訟を和解によって
終了させる合意に至りました。被告の
三者は、原告の主張を一切認めること
なく、もっぱら本集団訴訟が継続する
ことによる費用負担と不確実性を回
避するために、この和解の合意締結に
至ったものです。この和解で、当社は
和解金900万米ドルのうち200万米ド
ルを負担いたします。200万米ドルと
いう金額は、本集団訴訟が和解なしに
進行した場合に、当社に発生するであ
ろう弁護士等の費用相当額でありま
す。また、㈱クレイフィッシュは、和
解金900万米ドルのうち662万5,000米
ドルを負担いたします。なお、この和
解は裁判所の承認をもって、最終的に
有効となります。 
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前中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成15年３月31日） 

―――――――――――― ―――――――――――― ２．連結子会社における有償減資及び
資本準備金減少 

   当社の連結子会社である㈱クレイ
フィッシュは、平成15年６月20日開催
の取締役会において、平成15年７月31
日開催予定の臨時株主総会に「有償に
よる減資及び資本準備金減少に関す
る議案」を付議することを決議し、当
社はこれに対して賛成票を投じるこ
とを同日開催の取締役会で決議しま
した。 

   内容につきましては、中間連結財務
諸表「15．重要な後発事象２」に記載
のとおりであります。 

   なお、平成15年３月31日現在におい
て当社が保有する㈱クレイフィッシ
ュの株式数は6,869株であり、その貸
借対照表計上額は4,818百万円であり
ます。 
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前中間会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成15年３月31日） 

―――――――――――― ―――――――――――― ３．ユーロ円建転換社債の転換 

   平成13年５月31日発行の2005年５
月31日満期ユーロ円建転換社債は、当
事業年度終了後平成15年４月１日か
ら平成15年６月18日までに全額転換
されております。その概要は次のとお
りであります。 

  平成15年３月31日現在残高 5,480百万円 
転換による減少額 5,480百万円 
資本金増加額 2,739百万円 
資本準備金増加額 2,739百万円 
増加した株式の種類及び数 

普通株式 5,696,461株 
新株の配当起算日 平成15年４月１日  

   なお、当該転換社債については、平
成15年５月23日に150％コール条項
（※）の要件を満たし、額面100円で
の繰上償還を行う権利が当社に生じ
ました。これに伴い、当社は同日当該
権利を行使することを決議し、平成15
年６月23日を繰上償還期日として本
社債権者に通知しております。しか
し、当該転換社債は全額転換されたた
め、繰上償還は生じておりません。 

  ※150％コール条項 
 当社は、東京証券取引所における普
通株式の普通取引の終値がある20連
続取引日にわたり当該終値が当該各
取引日に適用のある転換価額の150％
以上であった場合、20連続取引日の最
終日から15日以内に本社債権者に通
知を行うことで、当該通知の日に続く
30日以上60日以内にいつでも残存す
る本社債の全部を額面100円につき
100円の価額で繰上償還することがで
きる。 
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1. 企業集団の状況 

 
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社光通信）、連結子会社 26社、持分法適用非連
結子会社 2社、及び持分法適用関連会社 6社により構成されております。当社は、持株会社としてグループ全

般の経営管理を担い、各事業子会社・関連会社におきまして、「SHOP事業」、「法人事業」、「その他事業」を行

っております。各事業の内容と主なグループ各社は以下の通りであり、事業区分は事業の種類別セグメントと同

一でありますが、当期より、「3．経営成績」に記載の通り、グループの事業組織を再編したため、前期までのセ

グメント区分を変更しております。 

 
区分 事業内容等 主要な会社 

SHOP事業 店舗における携帯電話の新規加入及び機種変更手続きに
関する代理店業務及び携帯電話端末の販売等 

当社 
㈱ディージーネットワークス 
㈱ジェイ･コミュニケーション 
㈱オービーエム       他 

法人事業 主に中小企業向けの複写機、ビジネスフォンの販売 
マイラインの加入取次ぎ 

㈱アイ・イーグループ 
㈱コール・トゥ・ウェブ 

 レンタル・サーバーやインターネット広告等のインターネ
ット関連サービス 
簡易業務請負、名刺作成等の法人顧客向けサービスの提供 

㈱クレイフィッシュ 
㈱ファイブエニー 
㈱ベストパートナー     他 

その他事業 「第三分野」保険の販売、情報通信分野に特化したベンチ
ャーキャピタルファンドの運営等 

㈱ニュートン・フィナンシャル・ 
コンサルティング 
㈱エイチ・ティ・シー     

 

事業系統図 

出
資
・

グ
ル
ー
プ
経
営
管
理

（親会社・本社機能）

株式会社光通信

中小企業法人

複写機、ビジネスフォン、
マイラインなどの販売

一般消費者

店舗における携帯電話販売等

テレマーケティングによる保険の販売

法人事業

㈱アイ・イーグループ
㈱コール・トゥ・ウェブ
㈱クレイフィッシュ
㈱ファイブエニー
㈱ベストパートナー　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他　　

ＳＨＯＰ事業

㈱ディージーネットワークス
㈱ジェイ・コミュニケーション
㈱オービーエム　　　　　　　　　他

保険販売事業
㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング

インターネット関連サービス
その他の中小企業向けサービス
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2．経営方針 

2-1．経営の基本方針 
（基本理念：ステークホルダーへの貢献） 
当社グループは、ディストリビューターとして、個人及び法人のエンドユーザー向けに、様々な商品・サー

ビスを広く普及させることを通じて、各ステークホルダー（顧客、取引先、株主、社員）に貢献することを目指

しております。 
顧客に対しては、商品・サービスをそれらのエンドユーザーに直接提供することで、顧客のニーズを的確に

捉え、個人消費者の生活の利便性と法人顧客の経営効率の向上への貢献を目指しております。また、当社グルー

プの販売活動を通じて、取引事業者の成長の助力となることを目指しております。株主や社員等、より直接的に

当社グループと利害を共有するステークホルダーに対しては、事業活動を通じて企業価値を高めることによる貢

献を目指しております。具体的には、株主に対しては、当社グループが企業価値を高める過程で創出される利益

を還元し、利益成長の結果としての時価総額（株主価値）の拡大による貢献を目指しております。社員に対して

は、各社員の成果に応じた人事評価体系を実現し、企業価値の向上と社員の福利厚生を連動させたストックオプ

ション等の報酬制度の確立を推進しております。 

 
2-2．利益配当に関する基本方針 
当社は、株主に対しての利益還元を経営の最重要課題の一つとして認識しております。安定的な収益基盤の確

保とキャッシュ・フローの向上に努めるとともに、配当に関しても安定的な配当の継続を業績に応じて行うこと

を基本的な方針としております。内部留保資金については、営業販路の強化や財務体質の改善に有効的に活用す

ることにより、強固な経営基盤の構築を目指してまいります。また、役員及び従業員と株主との利益の共有化を

目的として、グループの役員と従業員の全員を対象にした、ストックオプションによるインセンティブ制度を設

けており、当中間連結会計期間におきましてもストックオプションの付与を実施いたしました。 
なお、当中間配当につきましては、中核事業の収益は順調に推移したものの、保有する投資有価証券の今後の

動向や本年 12月予定の社債償還のための資金確保等に鑑み、配当の実施は見送らせていただきます。復配に関

しては、投資有価証券の整理や有利子負債の削減等の財務体質改善に向けた取り組みも、概ね目途が立ってきた

ことから、早期の実現に向けて努力してまいります。 

 
2-3．目標とする経営指標 
当社グループは、営業利益と営業キャッシュ・フローを重要な経営指標としております。当社グループは、携

帯電話や複写機のように、契約獲得後におきましても顧客の使用量に応じたストック・コミッション（※）収入

が創出される商品の販売を、グループの中核事業としております。したがって、顧客数の増大及び顧客単価の向

上に努めることで、ストック・コミッション収入を増大させ、安定的かつ継続的な営業利益及び営業キャッシュ・

フローの増大を目指してまいります。 
 
（※）ストック・コミッション： 
商品・サービスの販売後または契約獲得後に、月々の顧客の商品・サービスの使用量に応じて算出され、

長期間にわたり収受する収入。 

 
2-4．コーポレート・ガバナンス 
（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 
当社グループは、親会社である株式会社光通信が持株会社としての役割を担い、各事業会社の経営を統率する

ことで、グループで一貫したビジョンのもと、公正かつ透明性の高いグループ経営を目指しております。 

 
（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 
当社の経営体制は、取締役７名、監査役 4名で構成されております。（当中間期末をもって、取締役 1名が辞

任し、平成 15年 10月以降の取締役は6名となっております。）取締役の構成に関しては、経営の迅速化と牽制

機能の強化を目的として、本年６月より代表取締役2名の体制を採っております。監査役の構成に関しては、1
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名の常勤監査役と各方面（元警視庁勤務；社団法人東京都警備業協会専任講師、元公正取引委員会事務局勤務；

大学教授、公認会計士兼会社経営者）からの 3名の社外監査役で構成され、経営に対する監査機能の強化を図っ

ております。また、内部監査室を通じて、コンプライアンスの意識向上を図っております。 
各グループ関係会社のガバナンスに関しては、各子会社の役員が出席するグループ経営会議を開催し、戦略・

ビジョンの共有と各子会社の経営状況のモニタリングを行っております。また、各子会社の管理機能を親会社内

のグループ管理部門に集約することで牽制機能を強化しており、各管理機能毎に以下の施策を行っております。 
・ 経理・主計部門及び財務・ＩＲ部門におきましては、各子会社の経営成績や資金状況を管理・分析し、経営

に反映するとともに、公正なディスクローズを行い、透明性の向上を図っております。 
・ 法務・審査部門におきましては、各子会社業務のコンプライアンスをチェックし、また、取引与信枠の設定

や潜在リスクの発見・回避等経営リスクの管理を行っております。 

・ 人事・教育部門では、グループで統一的な研修課程を実施することで、社員の資質向上に努めております。
また、成果主義の原則に基づき評価・報酬体系を導入することで、グループ会社間の公平性を図っております。  
・ 総務部門におきましては、グループのシステム管理を一元的に行い、円滑な業務執行を促進するとともに、
各子会社の通信費、賃料、備品コスト等を一元管理し、適正なグループ資源の分配に努めております。 
・ コールセンター、ＣＳ・リスク管理部門におきましては、グループ従業員へ適正な行動規範を浸透させ、ま
たお客様等社外からのご指摘・ご意見を経営に反映し、従業員の資質向上及び顧客満足度（ＣＳ）の向上を

目指しております。 
・ 各グループ管理部門に対しては、内部監査室を設けることで、業務執行の適正化及び効率化を図っておりま

す。また、内部監査室は、各子会社に対しても監査機能を持っているため、グループ管理部門とともに二重

の牽制機能を担っております。 
 以上に述べた事項を系統図によって示すと以下のとおりです。 

監　督
経 営 基 準 の 一 本 化

光 通 信 （ホールディング・カンパニー）
取 締 役 会 　代表取締役 2名 体 制

株 　主 　総 　会

監 査 役 会

常 勤 監 査 役 1名
社 外 監 査 役 3名

会 計
監 査 人

選 任 ・解 任 選 任 ・解 任 選 任 ・解 任

監 査 監 査

経 理
主 計
部 門

財 務
ＩＲ
部 門

法 務
審 査
部 門

人 事
教 育
部 門

総 務
部 門

コールセンター
ＣＳ・リスク
管 理 部 門

監 査

監 査

管 理 機 能
の 集 約

社外からの
ご 意 見 ・ご指摘内 部 監 査 室

グ ル ー プ 関 係 会 社 　（事 業 会 社 ）

 
（会社と社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係） 
 社外監査役は、当社グループのその他の取締役、監査役と人的関係を有しておらず、当社グループとの間に特

に利害関係はございません。 

 
（コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近半年間における実施状況） 
当中間連結会計期間におきましては、10 回の取締役会及び６回のグループ経営会議を開催し、グループ経営

全般に関する事項を協議決定いたしました。また、これまで各事業子会社にて行われていた顧客サポート・コー

ルセンターを、社長直属の部署として一元管理し、顧客及び外部からのご意見・ご指摘等の情報をいち早く確実

に経営に反映できる体制作りを行いました。 
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3．経営成績 

3-1．当中間連結会計期間の概況 
平成 12年以降、当社グループは、移動体通信市場の成熟化や IT関連を中心とした株式市場の低迷等の経営
環境の変化を受け、財務体質の強化と強固な収益基盤の確立を目的としたリストラクチャリングに取り組んでま

いりました。財務体質に関しては、資産価値変動の可能性が高いインターネット関連を中心とした未公開企業の

保有有価証券を流動化することで、手元流動性を高めるとともに、有利子負債の削減に充当いたしました。強固

な収益基盤を確立するための取り組みとしては、第一に携帯電話販売におきまして、不採算店舗の整理、販売代

理店網の再構築、管理コストの徹底的な見直し等を行い、これまでの規模の経済性を重視した先行投資型の運営

体制から、より安定的な収益の確保を目的とした体制を再構築いたしました。第二に、移動体通信事業に次ぐ中

核事業を確立するため、OA機器販売を中心とした中小企業向けの販売事業の拡大に努めてまいりました。これ

らの取り組みの結果、前連結会計年度におきましては、財務体質は大幅に改善され、各事業の収益基盤はより強

固なものとなり、次なる成長へ向けた経営基盤を確立することができました。 
当社グループは、当連結会計年度より、これまでの組織体制を刷新し、今後の更なる成長を目指すために最

適な組織体制へと変更いたしました。先ず、経営の迅速化を図るため、代表取締役を 2名といたしました。創業

者である重田康光は代表取締役会長兼CEOとして、引き続きグループの経営全般とステークホルダー・リレー

ションを担い、代表取締役社長兼 COOに就任した玉村剛史は、各事業の運営と営業戦略の執行を担ってまいり

ます。また、これまで以上にグループ内の各事業間の連携を促進するため、「移動体通信事業」を「SHOP事業」

と改め、全国446店舗の販売網を携帯電話の販売に限定せず、グループ内外の他商材の取扱も促進することで、
販売店舗網の機能強化を図ってまいります。法人向け販売事業におきましても、複写機やマイラインの顧客に対

して、各々の顧客のニーズに応じて機動的にPCやインターネット関連サービスを提供する等、今まで商材毎に

管理されていた顧客データベースの事業間での有効活用を推進してまいります。OA機器やインターネット関連

サービスを始めとした、法人向け商品・サービスを取扱う事業部門を「法人事業」として統合し、法人顧客に対

して総合的なサービスの提供を目指してまいります。その他の事業としては、店舗及び法人向けの販売網とは別

に、テレマーケティングによる保険の販売事業やベンチャーキャピタルファンドの運営を行っており、これらの

取り組みも強化してまいります。 
これらの新組織体制への移行に伴い、当中間連結会計期間より当社グループの事業セグメント区分を、

「SHOP 事業」、「法人事業」、「その他事業」へと変更いたしました。各事業区分における事業内容と当中間連

結会計期間の概況は、以下のとおりであります。 

 
（SHOP 事業） 

SHOP 事業におきましては、全国で展開する店舗を主な販路とした販売事業を行っており、現在の中核商品

は携帯電話です。当中間連結会計期間におきましては、引き続き、各店舗毎の採算性を重視し、グループ内の採

算性基準に満たない店舗の統廃合を行いました。また、路面店と比較して初期投資額の低いインショップ形式（大

手スーパーやディスカウントストア内の販売店舗）による出店を推進しました。その結果、平成 15年 9月末時

点の店舗数は 446店舗（うちインショップ 121店舗）となり、平成 15年 3月末時点と比べて 24店舗減少（イ

ンショップは 22店舗増加）いたしました。携帯電話の販売台数に関しては、店舗数は、前年同期に比べ減少し

たものの、取扱キャリアが好調であった背景に加え、各店舗の生産性の向上により、前年同期比23％増の 606,100
台となり、堅調に推移いたしました。携帯電話の保有台数に関しては、引き続き減少傾向が続きましたが、販売

台数の向上と解約率の低下により、保有台数の減少は低減してきており、平成 15年９月末時点で、269万台と

なりました。また、新しい取り組みとしては、一部の店舗におきまして ADSL の加入申し込みを行う等、携帯

電話以外の商材の取扱も開始いたしました。その結果、当中間連結会計期間における SHOP 事業の売上高は

44,084百万円（前年同期比 28.5％増）、営業利益は 4,459百万円（前年同期比 28.3％増）となりました。 

 
（法人事業） 
法人事業におきましては、当社グループの主要な顧客層である中小企業向けの商品・サービスを提供しており

ます。具体的には、複写機、ビジネスフォン、PC、マイライン等のオフィスの基幹商品、レンタル・サーバー、

ADSL、モバイル・ネット広告等のインターネット関連サービス、事務代行、名刺作成、訪問技術サポート等の
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中小企業の様々なニーズをサポートする商品・サービスを提供しております。 
当中間連結会計期間におきましては、OA機器販売については、市場シェアの拡大からより収益を重視した営

業活動を行った結果、販売台数は安定的に推移しました（複写機：16,647台、ビネスフォン：4,724台）。また、

代理店経由の販売網の見直しを行い、収益率の高い直販や中堅・大手法人向けの企画販売に注力したことにより

収益率は向上し、カウンター料金や消耗品収入等も、複写機の設置台数の増加に伴い堅調に推移いたしました。

テレマーケティング営業によるマイラインの販売は、月間約 4万回線前後の獲得で安定的に推移いたしました。

これらの営業活動により蓄積された顧客データベースから、様々なニーズを掘り起こし、商品・サービス化する

取り組みも開始いたしました。簡易な事務代行、オフィス用品・備品の販売、名刺作成等から、業務ソフトウェ

アや PCとファックスを連動させるソフトウェア「PC－FAX」の販売や、インターネット環境の導入、ウェブ
サイトの構築といった中小企業の IT化へのニーズに応えるサービスを展開いたしました。これらの商品・サー

ビスを提供することで、当社グループは、既存顧客の顧客満足度（CS）の向上を促進し、より強固な顧客との

関係を構築することを目指しております。その結果、法人事業の売上高は28,962百万円（前年同期比17.8％増）、

営業利益は 3,736百万円（前年同期比 424.7％増）となりました。 

 
（その他事業） 
保険販売事業におきましては、「第三分野」保険の市場の成長に伴い順調に推移し、保有契約数は４万件に達

し、月間の契約獲得件数では、通販代理店としてはトップレベルの規模にまで成長いたしました。また、ベンチ

ャー・キャピタルファンドの運営に関しては、株式市場の一定の回復はあったものの、株式公開市場は依然厳し

い状況が続きました。その結果、その他の事業の売上高は 1,803 百万円（前年同期比 115.1％増）、営業利益は

192百万円（前年同期比 190.9％増）となりました。 

 
（その他重要な経営の事項） 
 当中間連結会計期間におきまして、平成 12年に米国にて提起された当社及び当社連結子会社である株式会社

クレイフィッシュ等に対する集団訴訟は、訴訟を継続することによる費用負担と将来の不確実性を回避するため

に、本年 6月に和解合意に至りました。これにより、特別損失として訴訟和解金 1,018百万円を計上いたしまし

た。また、株式会社クレイフィッシュは、黒字基調で推移する現事業規模に比し過剰に保有する資金を株主に還

元することを目的に、有償による減資及び資本準備金減少を実施いたしました。更に、同社は、米国ナスダック

への上場維持によるコスト負担と米国での事業展開の予定もない状況に鑑み、ナスダック上場の廃止を決定いた

しました。 

 
以上の事業活動を行った結果、当中間連結会計期間における当社グループの売上高は 74,570百万円、営業利

益は 8,832百万円となりました。営業外損益の項目におきましては、投資有価証券売却益 875百万円を計上し

たものの、出資金損失負担額 1,579百万円、持分法による投資損失 154百万円を計上したこと等により、経常

利益は 7,529百万円となりました。また、特別損益の項目におきまして、訴訟和解金1,018百万円等を計上した
ことにより、税金等調整前中間純利益は 6,725百万円、中間純利益は 3,718百万円となりました。 

 

3-2．財政状況 
 

(キャッシュ・フローの状況) 

 平成14年９月中間期 平成15年９月中間期 
 

平成 15 年３月期 
 百万円 百万円  百万円 
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,382 9,284 

 

8,180 
投資活動によるキャッシュ・フロー 3,677 1,513 

 

5,819 
財務活動によるキャッシュ・フロー △20,651 △11,354 

 

△39,783 
現金及び現金同等物の期末残高 42,798 29,061 

 

29,669 

 
営業活動によるキャッシュ・フローは、訴訟和解金1,018百万円等の一時的な支出を行うも、中核事業である

携帯電話販売及びOA機器販売が堅調に推移し、売上債権やたな卸資産の減少等により運転資本も効率化された
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結果、9,284百万円のプラスとなり前中間期に比べ 4,901百万円増加いたしました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、当社及びグループ各社の本社を集約し移転したこと等により敷金保証

金 510百万円を支出する一方、ベンチャー投資の流動化を推進し、SigmaTel, Inc.やPixo, Inc.等の上場及び未

公開株式の売却を行ったこと等により、1,513百万円のプラスとなりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済として2,069百万円、社債の償還・買入消却として 4,705
百万円を支出いたしました。また、株式会社クレイフィッシュの有償減資により、4,699百万円を支出したこと

により、11,354百万円のマイナスとなりました。 
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期末残高は、前期末より 608百万円減少し、29,061百万

円となりました。 
 

(有利子負債の状況) 

当社グループは、強固な財務体質の構築と更なる信用力の向上を目指し、継続的に有利子負債の削減を進めて

まいりました。当中間連結会計期間末における有利子負債の残高は、前期末比 6,763百万円減少し、30,528百

万円となりました。また、平成 17年 5月31日満期ユーロ円建転換社債の未転換残高全額（前期末時点：5,480
百万円）が転換され、本転換社債の残高は消滅し、株主資本は増強されました。 
なお、平成 15年12月に第 6回無担保社債（平成 15年９月末時点残高 23,947百万円）が償還予定であり、

第３四半期末時点での有利子負債残高は、6,000 百万円以下（新規の借入及び起債等は考慮しておりません。）

の水準となる見通しです。 

 
(財政状況の指標) 

 当社グループの主な財政指標の推移は以下のとおりです。 

 平成 14 年９月中間期 平成 15年９月中間期  平成 15年３月期 
自己資本比率 
（自己資本/総資産） 

36.3％ 55.4％ 
 

43.4％ 

時価ベースの自己資本比率 
（株式時価総額/総資産） 

35.6％ 329.8％ 
 

49.1％ 

債務償還年数 
（有利子負債/営業キャッシュ・フロー） 

7.1 年 1.6 年 
 

4.6 年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 
（営業キャッシュ・フロー/支払利息） 

9.3 31.5 
 

8.0 

※ いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
※ 債務償還年数算定のための有利子負債には、無利息の平成 17年 5月 31日満期ユーロ円建転換社債は除い

ております。 

 

3-3．中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 
当社グループは、各事業の市場環境の変化を的確に捉え、適正なグループ経営資源の配分を行い、グループ

全体の成長を目指してまいります。中核事業における中長期戦略及び対処すべき課題は、以下のとおりです。 

 
（SHOP 事業） 
日本における携帯電話及びPHSの総契約数は、平成 15年９月には 8,300万件を超え、国民普及率も65％に

達し、携帯電話市場は成熟期に移行したと言えます。携帯電話端末の高機能化により、安定的な買い替え需要は

見込まれるものの、新規加入者の増加率は減速する傾向にあります。 
このような事業環境のなか、当社グループは、変化する市場環境に即応できる運営体制の構築が課題と認識

しております。具体的には、店舗運営のモニタリングを強化し、販売動向の変化を即時に捉え、需要の緩急に対

応した人員配置等を行ってまいります。また、店舗の出退店に関しても、より機動的に行えるように、路面店と

比較して設備投資額の低いインショップによる出店を推進してまいります。また、今後は、更に買い替え需要が

重要な収益源となってくると考えられることから、店舗スタッフの教育にも注力し、お客様が繰り返しご利用い

ただける店舗作りを目指してまいります。 
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また、全国 446 店舗を展開する販売網ネットワークを有効活用し、携帯電話のみならずグループ内外の他商

材を展開することで、店舗収益の底上げを図ってまいります。現在、一部の店舗におきまして、ＡＤＳＬの加入

受け付け等を展開しておりますが、今後も商品の拡充に努めてまいります。 

 
（法人事業） 
法人事業の中核である複写機の市場では、急速に複合機化とカラー化が進んでおります。当社グループの主要

な顧客である中小企業層におきましても、高機能複写機の需要は高まっている一方、複合機の機能メリットを充

分に活かしきれない顧客層も多く存在します。 
このような市場環境におきまして、当社グループは、中小企業層へのＩＴ化を促進し、より快適なオフィス環

境を提供していくことが、今後の事業発展には欠かせない課題であると認識しております。当社グループは、単

なる複写機の販売に留まらず、複写機を中心にしたオフィス・ニーズ全般のサポートを提供できる商品・サービ

スの充実を行ってまいります。顧客の抱える問題点やニーズの掘り起こしを行い、的確にソリューションを提供

するために、これまで各法人向け商品・サービス毎に分散していたサポート業務を集約し、一元的に情報を収集

できる体制を構築いたしました。また、複写機、ＰＣ、ファックス、プリンター等、様々なＯＡ機器が高機能化

する中で、中小企業ユーザーに対して訪問による技術サポートやＰＣ研修のサービスを開始いたしました。 

 
（その他事業） 
保険販売事業におきましては、市場全体の成長に伴い、業績は順調に推移しておりますが、販売員の更なる資

質の向上を行うことで、継続的な成長を図ってまいります。販売は、データベースを活用したテレマーティング

によって行われ、お客様と販売員との対面がないため、電話で的確に商品や契約内容の説明を行わなければなり

ません。販売員の研修・教育を徹底することで、成約効率の向上に努めてまいります。 

 
3-4．通期の見通し 
当中間連結会計期間の業績は、携帯電話の販売台数が前中間期比 23％増となり、法人事業は利益重視の販売
活動を行った結果、当初の見通しを上回り堅調に推移いたしました。 
第３四半期以降におきましては、当社グループを取り巻く市場環境が引き続き安定的に推移することを前提

にした場合、携帯電話販売では、年末商戦及び３月年度末の季節的需要増加の取り込みに注力してまいります。

法人事業では、利益率を維持しながら複写機等の販売台数の拡大に注力し、顧客のニーズに対応した商品開発を

行ってまいります。また、保険販売事業等も、引き続き市場の拡大に伴った成長を見込んでおります。 
以上の見通しに基づき、通期の業績予想につきましては、下記のとおり上方修正いたします。 

 
連結業績予想   （百万円） 
 前回予想 今回修正予想 増減額 （率） 
売 上 高 150,000 150,000  －   （－） 
営 業 利 益 14,000 17,500  3,500 （25％増） 
経 常 利 益 8,000 14,000  6,000 （75％増） 
当 期 純 利 益 4,000 7,000  3,000 （75％増） 
 
※ 通期の見通しに関しては、現時点入手可能な情報から得られた株式会社光通信グループの経営陣の判断に基

づくものであり、実際の業績は、様々な重要な要素により、これら見通しと大きく異なる結果となり得る可

能性がございます。 
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4.中間連結貸借対照表 
 

 （単位：百万円）

前中間連結会計期間末 

（平成14年９月30日現在） 

当中間連結会計期間末 

（平成15年９月30日現在） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成15年３月31日現在） 

期  別 
 
 
科  目 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比 

（資産の部）    ％   ％   ％ 

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金 ※2  45,391   30,613   31,209  

２．受取手形及び売掛金   13,008   14,794   16,545  

３．有価証券   2,025   340   431  

４．たな卸資産   1,812   2,378   2,580  

５．その他   3,954   3,954   4,394  

６．貸倒引当金   △    243   △  440   △  1,302  

流動資産合計   65,947 44.5  51,641 45.6  53,857 44.1 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※1,2  5,995 4.1  5,355 4.7  5,498 4.5 

２．無形固定資産           

(1)連結調整勘定   2,623   946   981  

(2)その他   1,406   1,209   1,281  

無形固定資産合計   4,029 2.7  2,156 1.9  2,263 1.9 

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※2  34,462   25,821   27,543  

(2) 出資金   12,787   8,838   10,696  

(3) 固定化債権   11,965   －   8,741  

     (4) 破産債権等に準ずる債権   599   －   1,520  

(5) 破産債権等   －   6,723   －  

(6) 繰延税金資産   26,424   22,901   26,425  

(7) その他   8,933   7,518   7,733  

     (8) 投資損失引当金   △ 14,120   △ 10,793   △ 14,212  

     (9) 貸倒引当金   △  8,940   △ 6,914   △  7,987  

投資その他の資産合計   72,113 48.7  54,096 47.8  60,460 49.5 

固定資産合計   82,138 55.5  61,608 54.4  68,221 55.9 

資産合計   148,086 100.0  113,250 100.0  122,078 100.0 
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     （単位：百万円）

前中間連結会計期間末 

（平成14年９月30日現在） 

当中間連結会計期間末 

（平成15年９月30日現在） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成15年３月31日現在） 

期  別 
 
 
科  目 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比 

（負債の部）    ％   ％   ％ 

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛金 ※2  11,767   11,442   12,523  

２．短期借入金 ※2  4,693   2,366   3,094  

３．一年以内償還予定の社債   25,700   23,947   28,736  

４．賞与引当金   285   500   583  

５．その他 ※2,3  7,801   7,367   7,160  

流動負債合計   50,248 34.0  45,624 40.3  52,098 42.7 

Ⅱ 固定負債           

１．社債   34,949   3,600   9,080  

２．長期借入金 ※2  3,272   614   1,861  

３．退職給付引当金   8   －   －  

４．役員退職慰労引当金   70   78   76  

５．その他   197   95   233  

固定負債合計   38,497 26.0  4,388 3.9  11,251 9.2 

負債合計   88,746 60.0  50,013 44.2  63,349 51.9 

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   5,575 3.7  457 0.4  5,700 4.7 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   47,624 32.2  53,294 47.1  50,542 41.4 

Ⅱ 資本剰余金   26,302 17.7  24,288 21.4  29,220 23.9 

Ⅲ 利益剰余金   △ 22,409 △15.1  △17,340 △15.3  △28,745 △23.5 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   1,980 1.3  2,422 2.1  1,808 1.5 

Ⅴ 為替換算調整勘定   273 0.2  121 0.1  205 0.1 

Ⅵ 自己株式   △      6 △ 0.0  △  7 △ 0.0  △     3 △ 0.0 

資本合計   53,764 36.3  62,779 55.4  53,028 43.4 

負債、少数株主持分及び資本合計   148,086 100.0  113,250 100.0  122,078 100.0 
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5.中間連結損益計算書 
     （単位：百万円）

前中間連結会計期間 

（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

期  別 
 
 
科  目 

金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 百分比 

    ％   ％   ％ 

Ⅰ 売上高   59,586 100.0  74,570 100.0  124,105 100.0 

Ⅱ 売上原価   28,038 47.1  40,582 54.4  68,821 55.5 

売上総利益   31,547 52.9  33,988 45.6  55,284 44.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  26,902 45.1  25,155 33.8  45,015 36.2 

営業利益   4,644 7.8  8,832 11.8  10,269 8.3 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  106   166   257   

２．投資有価証券売却益  1,813   875   1,762   

３．連結調整勘定償却額  183   184   366   

４．その他  321 2,425 4.1 309 1,536 2.1 363 2,749 2.2 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  472   295   1,026   

２．持分法による投資損失  1,494   154   2,102   

３．出資金損失負担額  1,933   1,579   3,857   

４．貸倒引当金繰入額  351   152   1,182   

５．貸倒損失  ―   －   132   

６．その他  802 5,054 8.5 659 2,840 3.8 1,314 9,615 7.8 

経常利益   2,016 3.4  7,529 10.1  3,403 2.7 

Ⅵ 特別利益           

１．投資有価証券売却益  202   774   246   

２．社債買入消却益 ※2 423   4   592   

３．新株引受権戻入益  －   －   1,354   

４．貸倒引当金戻入益  87   136   129   

５．その他  323 1,036 1.7 1 916 1.2 722 3,045 2.5 

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産除売却損 ※3 534   151   877   

２．投資有価証券評価損  1,329   451   3,090   

３．投資有価証券売却損  122   15   386   

４．投資損失引当金繰入額  193   11   3,425   

５．連結調整勘定一時償却費  －   －   3,451   

６．合併に伴う店舗等整理損失 ※4 －   －   1,225   

７．訴訟和解金  －   1,018   －   

８．その他  818 2,999 5.0 72 1,720 2.3 1,016 13,473 10.9 

税金等調整前中間(当期)純利益 
（△は純損失）   53 0.1  6,725 9.0  △ 7,024 △ 5.7 

法人税、住民税及び事業税  773   535   496   

     過年度法人税等  1,100   －   1,100   

     法人税等調整額  △   363 1,510 2.5  2,585 3,121 4.2 △   931 665 0.5 

少数株主利益 
（△は少数株主損失）   121 0.2  △ 113 △ 0.2  232 0.2 

     中間（当期）純利益 
    (△は純損失)   △1,579 △ 2.6  3,718 5.0  △ 7,922 △ 6.4 
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6.中間連結剰余金計算書 
 

 （単位：百万円）

前中間連結会計期間 

（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

期  別 
 
 
 
科  目 金 額 金 額 金 額 

        

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高   39,233  29,220  39,233 

Ⅱ 資本剰余金増加高        

１．増資による新株式の発行   －  14  2,497  

２．転換社債転換による新株式の発行  239  2,739  659  

３．自己株式処分差益  1 241 － 2,754 1 3,158 

Ⅲ 資本剰余金減少高        

１．資本準備金取崩に伴う資本剰余金減少高    13,171  7,686  13,171 

 Ⅳ 資本剰余金中間期末（期末）残高   26,302  24,288  29,220 

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △ 34,541  △ 28,745  △ 34,541 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

１．中間純利益  －  3,718  －  

２．連結子会社の増加に伴う利益剰余金増加高  6  －  6  

３．連結子会社の減少に伴う利益剰余金増加高  －  －  18  

４．持分法適用会社の減少に伴う利益剰余金増加高  596  －  596  

５．合併に伴う利益剰余金増加高   －  －  7  

６．資本剰余金取崩に伴う利益剰余金増加高   13,171 13,774 7,686 11,404 13,171 13,799 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１．中間（当期）純損失  1,579  －  7,922  

２．役員賞与  26  －  26  

３．持分法適用会社増加に伴う利益剰余金減少高   37  －  37  

４．合併に伴う利益剰余金減少高   － 1,642 － － 17 8,003 

 Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高   △ 22,409  △ 17,340  △ 28,745 
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7.中間連結キャッシュ・フロー計算書 
 

 （単位：百万円） 

前中間連結会計期間 
 

（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
 

（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

期  別  
 
 
 
 
 

科  目 金  額 金  額 金  額 

 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

    税金等調整前中間(当期)純利益(△は純損失) 53 6,725 △   7,024 

減価償却費  629 497 1,173 

連結調整勘定償却額  322 173 4,220 

貸倒引当金の増減額  505 81 △   4,272 

投資損失引当金の増減額  754 11 8,795 

受取利息及び受取配当金  △   106  △     173 △     269 

支払利息  472 295 1,026 

投資有価証券売却損益  △  1,892       △   1,634 △   1,622 

投資有価証券評価損  1,329 451 3,090 

出資金損失負担額  1,933 1,579 3,857 

持分法による投資損失  1,494 154 2,102 

固定資産除売却損益  534 149 858 

社債買入消却益  △     423 △      4 △     592 

新株引受権戻入益  ― ― △   1,354 

訴訟和解金 ― 1,018 ― 

売上債権の増減額  1,352 1,766 △   1,646 

たな卸資産の増減額  △   386 167 △   1,129 

未収金の増減額   811 204 △   1,453 

仕入債務の増減額  2,195 △    1,136 3,266 

未払金の増減額  △   1,668 △      233 △   1,767 

その他営業債権の増減額  △     240           582 479 

その他営業債務の増減額  192   29 1,545 

    その他の営業活動によるキャッシュ・フロー △   1,012 11 1,355 

小計  6,849 10,718 10,638 

利息及び配当金の受取額  130 39 348 

利息の支払額  △     615     △   300 △     875 

法人税等の支払額  △   1,997 △   461 △   1,930 

法人税等の還付額 15 307 ― 

訴訟和解金の支払額 ― △  1,018 ― 

   営業活動によるキャッシュ・フロー       4,382 9,284 8,180 
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 （単位：百万円） 

前中間連結会計期間 
 

（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
 

（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

期  別  
 
 
 

科  目 
金  額 金  額 金  額 

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

       有価証券の取得による支出 △  184 ― △     78 

       有形固定資産の取得による支出 △     85 △  301 △    272 

       有形固定資産の売却による収入  8 17 133 

       無形固定資産の取得による支出 △    104 △   64 △    343 

    無形固定資産の売却による収入 99 1 102 

       投資有価証券の取得による支出 △    2 △   10 △      5 

       投資有価証券の売却による収入 3,709 2,502 3,792 

    子会社株式の取得による支出 △    44 △   554 △     68 

    子会社株式の売却による収入 ― ― 176 

        連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △ 1,278 ― △ 1,328 

        連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 35 ― 40 

    連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 5 ― ― 

       出資金の払込による支出 △      0 ― △      0 

       出資金の回収による収入 32 163 294 

       短期貸付金の払込による支出 △    337 △   0 △    815 

       短期貸付金の回収による収入 1,348 96 1,748 

       長期貸付金の払込による支出 △    277      △   10 △    122 

       長期貸付金の回収による収入 57 124 170 

    敷金保証金の払込による支出 △    185 △   510 △    309 

    敷金保証金の回収による収入 540 77 1,374 

     その他の投資活動によるキャッシュ・フロー 340 △    17 1,329 

   投資活動によるキャッシュ・フロー   3,677 1,513 5,819 

 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

    短期借入れによる収入 50 100 108 

    短期借入金の返済による支出 △    263 △   206 △    414 

       長期借入れによる収入 ― ― 95 

       長期借入金の返済による支出 △  3,394 △  1,862 △  6,531 

       社債の買入及び償還による支出 △ 17,080 △  4,705 △ 37,926 

       株式の発行による収入 18 23 4,863 

       少数株主による株式払込による収入 0 ― ― 

       有償減資による支出 ― △  4,699 ― 

       自己株式の取得による支出 △   1 △    3 △      2 

       自己株式の売却による収入 19 ― 24 

     財務活動によるキャッシュ・フロー △ 20,651 △ 11,354 △ 39,783 

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △   17 △     51 △     19 

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △ 12,608       △    608 △ 25,802 

 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 55,232 29,669 55,232 

 Ⅶ 新規連結子会社の現金及び現金同等物の増加額  114 ― 315 

 Ⅷ  連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 ― ― △    135 

 Ⅸ 合併により受け入れた被合併会社の現金及び現金同等物の残高                      60 ― 60 

 Ⅹ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  42,798 29,061 29,669 
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8-1．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

          期 別 
 
項  目 

前中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

１．連結の範囲に関す

る事項 

(1) 連結子会社数 29社 

 主要な連結子会社の名称

は、「１．企業集団の状

況」に記載しているため省

略しております。 

 ㈱ﾌｧｰｽﾄﾁｬｰｼﾞ他１社は重

要性が増したため、当中間

連結会計期間期首に連結子

会社となりました。㈱ｷﾞｬｵ

他１社は株式の追加取得に

より、新たに子会社となっ

たことから当中間連結会計

期間期首に連結の範囲に加

えました。 

 ㈱北日本通信他１社は株

式の追加取得により、当中

間連結会計期間末に持分法

適用の関連会社から連結子

会社となりました。 

 ｸﾛｽ･ﾜﾝ㈱は、株式の売却

により当中間連結会計期間

末に連結の範囲から除外し

ております。   

 また、当中間連結会計期

間中に他連結子会社に吸収

合併された㈱ｴｽ･ｴｰ･ｲﾝﾀｰﾅ

ｼｮﾅﾙ他５社については、上

記連結子会社数には含んで

おりませんが、合併期日ま

での損益計算書については

連結しております。 

(1) 連結子会社数 26社 

 主要な連結子会社の名称

は、「１．企業集団の状

況」に記載しているため省

略しております。 

 ㈱ｺｰﾙ･ﾄｩ･ｳｪﾌﾞ長野他２社

は新規設立により連結の範

囲に加えております。 

 ㈱ﾀﾞｲﾚｸﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝは他の連

結子会社に吸収合併された

ことにより、連結の範囲か

ら除外しております。 

 ㈱HBBは㈱ｴｰｼﾞｪﾝﾄより社

名変更いたしました。 

 

 

(1) 連結子会社数 24社 

 主要な連結子会社の名称

は、「１．企業集団の状

況」に記載しているため省

略しております。 

 ㈱ﾌｧｰｽﾄﾁｬｰｼﾞは重要性が

増したため、㈱ｷﾞｬｵ他２社

は株式の追加取得により、

新たに子会社となったこと

から、連結の範囲に加えま

した。 

 また、㈲ｼｰｸは新規設立

により連結範囲に加えてお

ります。 

 ｸﾛｽ･ﾜﾝ㈱は、株式の売却

により連結の範囲から除外

しております。 

 ㈱ﾋﾞｯｸﾞ･ｳｨﾝは、支配力

が低下したため、連結子会

社から持分法適用の関連会

社となりました｡ 

 ㈱北日本通信他１社は、

株式の追加取得により、持

分法適用関連会社から連結

子会社になり、㈱ｴｰｼﾞｪﾝﾄ

は重要性が増したため、連

結子会社となりましたが、

他の連結子会社に吸収合併

されたため、上記連結子会

社数に含んでおりません。 

 なお、他の連結子会社に

吸収合併された㈱ｹｲﾜｲｺｰﾎﾟ

ﾚｰｼｮﾝ他８社についても、

上記連結子会社数には含ん

でおりません。 
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          期 別 
 
項  目 

前中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

 

(2)非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

 ㈱ｵｰｸ情報通信 

 ㈲ﾍﾞﾙｼｽﾃﾑ 

 

（連結の範囲から除いた理

由） 

非連結子会社は、いずれ

も小規模であり合計の総資

産、売上高、中間純損益

（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも中間連

結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないため連結の

範囲から除外しておりま

す。 

(2)非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

 ㈱ｵｰｸ情報通信 

 ㈲ﾍﾞﾙｼｽﾃﾑ 

 

（連結の範囲から除いた理

由） 

同  左 

(2)非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

 ㈱ｵｰｸ情報通信 

 ㈲ﾍﾞﾙｼｽﾃﾑ 

 

（連結の範囲から除いた理

由） 

 非連結子会社は、いずれ

も小規模であり、合計の総

資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利

益剰余金(持分に見合う額)

等は、いずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼして

いないため連結の範囲から

除外しております。 

２．持分法の適用に関

する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 持分法適用の非連結子

会社数 ２社 

持分法適用の非連結子会社 

 ㈱ｵｰｸ情報通信 

 ㈲ﾍﾞﾙｼｽﾃﾑ 

 ㈱ｴｰｼﾞｪﾝﾄは重要性が増

したため、当中間連結会計

期間期首に持分法の範囲か

ら除外し、連結の範囲に加

えました。 

 当中間連結会計期間中に

他の連結子会社に吸収合併

された㈱ｹｲ･ｴｽ･ｹｰ他３社は

持分法の適用範囲から除外

しました。 

 

(1) 持分法適用の非連結子

会社数 ２社 

持分法適用の非連結子会社 

 ㈱ｵｰｸ情報通信 

 ㈲ﾍﾞﾙｼｽﾃﾑ 

  

(1) 持分法適用の非連結子

会社数 ２社 

持分法適用の非連結子会社 

 ㈱ｵｰｸ情報通信 

 ㈲ﾍﾞﾙｼｽﾃﾑ 

 ㈱ｴｰｼﾞｪﾝﾄは、重要性が

増したため、持分法の範囲

から除外し、連結の範囲に

加えましたが、他の連結子

会社に吸収合併されたた

め、連結の範囲から除外し

ました。 

 他の連結子会社に吸収合

併された㈱ｹｲ･ｴｽ･ｹｰ他３社

は持分法の範囲から除外し

ました。 



 

 
17

 

          期 別 
 
項  目 

前中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

 

(2) 持分法適用の関連会社

数 ８社 

主要な持分法適用の関連会

社 

 ㈱釣りﾋﾞｼﾞｮﾝ 

 ㈱ﾈｯﾄﾜｰｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

 ㈱ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 

 ㈱ｴﾑｽﾃｰｼｮﾝ･ﾄﾞｯﾄｺﾑは重

要性が増したため持分法適

用の関連会社となりまし

た。 

 ㈱北日本通信他１社は、

株式の追加取得により、当

中間連結会計期間末に持分

法適用の関連会社から連結

子会社となりました。ま

た、事業上の関係が希薄化

した㈱ﾌﾚｯｸｽ･ﾌｧｰﾑについて

は、持分法の範囲から除外

しました。 

(2) 持分法適用の関連会社

数 ６社 

主要な持分法適用の関連会

社 

 ㈱釣りﾋﾞｼﾞｮﾝ 

 ㈱ﾈｯﾄﾜｰｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

 ㈱ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝは株式

の売却により持分が減少し

たため持分法の範囲から除

外しました。 

 Pixo,Inc.は株式の売却

により持分法の範囲から除

外しました。 

(2) 持分法適用の関連会社

数 ８社 

主要な持分法適用の関連会

社 

 ㈱釣りﾋﾞｼﾞｮﾝ 

 ㈱ﾈｯﾄﾜｰｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

 ㈱ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 

 ㈱ｴﾑｽﾃｰｼｮﾝ･ﾄﾞｯﾄｺﾑは重要

性が増したため持分法適用

の関連会社となりました。 

 ㈱ﾋﾞｯｸﾞ･ｳｨﾝは、支配力が

低下したため、連結子会社

から持分法適用の関連会社

となりました。 

 ㈱北日本通信他１社は、

株式の追加取得により、持

分法適用の関連会社から連

結子会社としております

が、他の連結子会社に吸収

合併されたため、連結の範

囲から除外しております。 

 ㈱ｴﾇﾈｯﾄは株式の売却によ

り持分法適用関連会社から

除外しております。 

 また、事業上の関係が希

薄化した㈱ﾌﾚｯｸｽ･ﾌｧｰﾑにつ

いては、持分法の範囲から

除外しました。 

 

 

(3) 持分法を適用しない非

連結子会社うち主要な会社 

 ㈱ﾈｯﾄﾜｰｸ 

 ㈱ｱｾｯﾄｹｱ 

 

(3) 持分法を適用しない非

連結子会社うち主要な会社 

Hikari Capital 

  International,Inc. 

 

(3) 持分法を適用しない非

連結子会社のうち主要な会

社 

同  左 

 

(4) 持分法を適用しない関

連会社のうち主要な会社 

 ｱﾄﾞｹﾞｰﾀｰ㈱ 

 ㈱ｾﾝﾄﾒﾃﾞｨｱ 

(4) 持分法を適用しない関

連会社のうち主要な会社 

 ｱﾄﾞｹﾞｰﾀｰ㈱ 

 ㈱ｱｲﾌｪｲｽ 

(4) 持分法を適用しない関

連会社のうち主要な会社 

同  左 
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          期 別 
 
項  目 

前中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

 

(5) 持分法を適用していな

い非連結子会社及び関連会

社は、それぞれ中間純損益

及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全

体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から

除外しております。 

 

(5)    同  左 (5) 持分法を適用していな

い非連結子会社及び関連会

社は、それぞれ連結純損益

及び利益剰余金に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から

除外しております。 

 

(6) 持分法適用会社のう

ち、中間決算日が中間連結

決算日と異なる会社につい

ては、各社の中間会計期間

に係る中間財務諸表又は仮

決算に基づく財務諸表を使

用しております。 

(6)    同  左 (6)持分法適用会社のうち、

決算日が連結決算日と異な

る会社については、各社の

事業年度に係る財務諸表又

は仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。 

３．連結子会社の中

間決算日 (決算

日)に関する事項 

 連結子会社のうち、ｱﾙﾌｧｰ

㈱他２社の決算日が６月末

日、㈱ｴﾇ･ｼｰ･ｼｰ他１社の決

算日が７月末日、㈱ﾋﾞｯｸﾞ･

ｳｨﾝの中間決算日が８月末

日、㈱ﾌｧｲﾌﾞｴﾆｰ他１社の決

算日が８月末日、㈱ｸﾚｲﾌｨｯ

ｼｭの決算日は９月末日であ

りますが、中間連結決算日

との差異が３ヶ月を超えな

いため、中間連結財務諸表

の作成にあたっては、個々

の中間決算日又は決算日に

基づく財務諸表を使用して

おります。その他の中間連

結決算日と中間決算日が異

なる会社については、㈱北

日本通信が６月末日に実施

した仮決算、㈱ﾊﾝﾃﾞｨﾎﾝ他６

社が７月末日に実施した仮

決算に基づく財務諸表を使

用しております。 

 ただし、中間連結決算日

との間に生じた重要な取引

については連結上必要な調

整を行っております。 

 連結子会社のうち、㈱ｸﾚ

ｲﾌｨｯｼｭ他２社の決算日は９

月末日でありますが、中間

連結決算日との差異が３ヶ

月を超えないため、中間連

結財務諸表の作成にあたっ

ては、個々の決算日に基づ

く財務諸表を使用しており

ます。 

 その他の中間連結決算日

と中間決算日が異なる会社

については、㈱ﾊﾝﾃﾞｨﾎﾝが7

月末日に実施した仮決算、

㈱ｼﾞｪｰ･ﾃｨｰ･ｼｰが９月末日

に実施した仮決算に基づく

財務諸表を使用しておりま

す。 

 ただし、中間連結決算日

との間に生じた重要な取引

については連結上必要な調

整を行っております。 

 また、連結子会社の決算

期変更により、㈱ｵｰﾋﾞｰｴﾑ

他３社が８ヶ月間、㈱

ｼﾞｪｰ･ﾃｨｰ･ｼｰが９ヶ月間の

財務諸表を使用しておりま

す。 

 

 連結子会社のうち、㈱ｵｰ

ﾋﾞｰｴﾑの決算日が１月末日、

㈱ｼﾞｪｰ･ﾃｨｰ･ｼｰの中間決算日

が12月末日、㈱ｸﾚｲﾌｨｯｼｭの

中間決算日が３月末日であ

りますが、連結決算日との

差異が３ヶ月を超えないた

め、連結財務諸表の作成に

あたっては、決算日に基づ

く財務諸表を使用しており

ます。 

 その他に連結決算日と決

算日が異なる会社について

は、㈱ﾊﾝﾃﾞｨﾎﾝ他３社が１月

末日に実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用してお

ります。 

 ただし、連結決算日との

間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な修正

を行っております 

 また、連結子会社の決算

期変更により、㈱ﾋﾟｰﾃｨｱﾝﾄﾞ

ｼｰ他１社が14ヶ月、㈱ｱｲ･ｲｰ

ｸﾞﾙｰﾌﾟ他７社が13ヶ月間の

財務諸表を使用しておりま

す。 
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          期 別 
 
項  目 

前中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

４．会計処理基準に関

する事項 

 

 

 
 

(1）重要な資産の評

価基準及び評価

方法 

 

 

 

 

 

 

 

イ．有価証券 

 その他有価証券 

 ①時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法に

より処理しております。

また、売却原価は、移動

平均法により計算してお

ります。） 

 ②時価のないもの 

 移動平均法による原価

法を採用しております。 

 

イ．有価証券 

 その他有価証券 

 ①時価のあるもの 

同  左 

 

 

 

 

 

 

 ②時価のないもの 

同  左 

 

イ．有価証券 

 その他有価証券 

 ①時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基

づく時価法 

（評価差額は全部資本直入

法により処理しておりま

す。また、売却原価は、移

動平均法により計算してお

ります。） 

 ②時価のないもの 

同  左 

 

ロ．デリバティブ 

 時価法 

 

ロ．デリバティブ 

同  左 

 

ロ．デリバティブ 

同  左 

 

 ハ．たな卸資産 

 ①商品 

 総平均法による原価法 

 ②貯蔵品 

 最終仕入原価法 

 

ハ．たな卸資産 

 ①商品 

同  左 

 ②貯蔵品 

同  左 

 

ハ．たな卸資産 

 ①商品 

同  左 

 ②貯蔵品 

同  左 

 

(2）重要な減価償却

資産の減価償却

の方法 

イ．有形固定資産 

 主として定率法（ただ

し、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属

設備を除く）は定額法）を

採用しております。 

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

 

建物及び構築物    ３～50年 

機械装置及び運搬具３～６年 

工具器具備品      ３～15年 

イ．有形固定資産 

同  左 

イ．有形固定資産 

同  左 
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           期 別 
 
項  目 

前中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

 

ロ．無形固定資産 

 定額法を採用しており

ます。なお、自社利用の

ソフトウェアについては

社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額

法を採用しております。 

 

ロ．無形固定資産 

同  左 

 

 

 

 

 

 

ロ．無形固定資産 

同  左 

 

 

 

 

 

 

 

ハ．長期前払費用 

 定額法によっておりま

す。 

 

ハ．長期前払費用 

同  左 

 

ハ．長期前払費用 

同  左 

 

(3）重要な引当金の計

上基準 

イ．貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損

失に備えるため一般債権

については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上し

ております。 

 

イ．貸倒引当金 

同  左 

 

イ．貸倒引当金 

同  左 

 

 

ロ．投資損失引当金 

 投資先に対する投資損

失の発生に備えるため、

財政状態等を勘案し必要

と認められる金額を計上

しております。 

 

ロ．投資損失引当金 

同  左 

 

ロ．投資損失引当金 

同  左 

 

 

ハ．賞与引当金 

 従業員に対して支給す

る賞与の支出に備え、支

給見込額に基づき計上し

ております。 

 

ハ．賞与引当金 

同  左 

 

ハ．賞与引当金 

同  左 

 

 

 

ニ．退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備

えるため、当中間連結会

計期間末の退職給付債務

（簡便法による中間連結

会計期間期末自己都合要

支給額）を計上しており

ます。 

ニ．- - - - - - - - - - -  ニ．- - - - - - - - - - -  
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           期 別 
 
項  目 

前中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

 

ホ．役員退職慰労引当金 

 役員の退職による退職慰

労金の支出に備え、役員退

職慰労金規程による要支給

額を計上しております。 

 

ホ．役員退職慰労引当金 

同  左 

 

ホ．役員退職慰労引当金 

同  左 

 

(4）重要な外貨建の資

産又は負債の本邦

通貨への換算の基

準 

 

 外貨建金銭債権債務は、

中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。 

 

同  左  外貨建金銭債権債務は、

連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。 

 

(5）重要なリース取引

の処理方法 

 

 

 

 リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

 

同  左 同  左 

(6）重要なヘッジ会計

の方法 

 

 

 

 

 

 

イ．ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用し

ております。ただし、特例

処理の要件を充たす金利ス

ワップについては、特例処

理を採用しております。ま

た、振当処理及び特例処理

の要件を充たす通貨金利ス

ワップについては、ヘッジ

対象との一体処理を採用し

ております。 

 

イ．ヘッジ会計の方法 

同  左 

イ．ヘッジ会計の方法 

同  左 
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           期 別 
 
項  目 

前中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対

象   

ヘッジ手段 

 通貨スワップ、金利ス

ワップ又はこれらを組み合

わせた取引 

ヘッジ対象 

 将来の市場価格（為替、

金利）変動に係わる市場リ

スクのある借入金、外貨建

社債 

 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対

象   

同  左 

 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対

象   

同  左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ．ヘッジ方針 

 通貨金利スワップは、外

貨建社債に係る将来の為替

変動リスク及び金利変動リ

スクを回避する目的で行っ

ており、ヘッジ対象の識別

は、個別契約毎に行ってお

ります。 

 金利スワップは、借入金

の金利変動を回避する目的

で行っており、ヘッジ対象

の識別は、個別契約毎に

行っております。 

 

ハ．ヘッジ方針 

同  左 

ハ．ヘッジ方針 

同  左 

 

 

 

 

 

 

ニ．へッジの有効性評価

の方法 

 通貨金利スワップにつ

いては、ヘッジ対象との

一体処理を採用している

ため、ヘッジの有効性の

評価を省略しておりま

す。また、金利スワップ

については、特例処理を

採用しているため、ヘッ

ジの有効性の評価を省略

しております。 

 

ニ．へッジの有効性評価の

方法 

同  左 

ニ．へッジの有効性評価の

方法 

同  左 
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           期 別 
 
項  目 

前中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

(7）その他中間連結財

務諸表(連結財務

諸表)作成のため

の重要な事項 

イ．消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、

税抜方式により処理してお

ります。 

 

イ．消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、

原則として税抜方式によっ

ております。 

 

イ．消費税等の会計処理 

同  左 

 

 
ロ．―――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用して

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．連結納税制度の適用 

 当連結会計年度から連結

納税制度を適用しており、

「連結納税制度を適用する

場合の税効果会計に関する

当面の取扱い(その１)」

(企業会計基準委員会 平

成14年10月９日)及び「連

結納税制度を適用する場合

の税効果会計に関する当面

の取扱い(その２)」(企業

会計基準委員会平成15年２

月６日)に基づき、会計処

理及び表示を行っておりま

す。 

 

 ハ．―――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ．―――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ．自己株式及び法定準備

金の取崩等に関する会計基

準 

 「自己株式及び法定準備

金の取崩等に関する会計基

準」（企業会計基準第１

号）が平成14年４月１日以

後に適用されることになっ

たことに伴い、当連結会計

年度から同会計基準によっ

ております。これによる当

連結会計年度の損益に与え

る影響は軽微であります。 

 なお、連結財務諸表規則

の改正により、当連結会計

年度における連結貸借対照

表の資本の部及び連結剰余

金計算書については、改正

後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。 
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           期 別 
 
項  目 

前中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日） 

 ニ．―――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ．―――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ．１株当たり情報 

 「１株当たり当期純利益

に関する会計基準」（企業

会計基準第２号）及び「１

株当たり当期純利益に関す

る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第

４号）が平成14年４月１日

以後開始する連結会計年度

に係る連結財務諸表から適

用されることになったこと

に伴い、当連結会計年度か

ら同会計基準及び適用指針

によっております。 

 なお、これによる影響に

ついては、「１株当たり情

報に関する注記」に記載し

ております。 

５．中間連結キャッ

シュ・フロー計算書

(連結キャッシュ・

フロー計算書)にお

ける資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・

フロー計算書における資

金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時

引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する

短期投資からなっており

ます。 

同  左  連結キャッシュ・フロー

計算書における資金（現金

及び現金同等物）は、手許

現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短

期投資からなっておりま

す。 
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8-2．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

前中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日） 

―――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社の連結子会社は、従来、携帯電話の量販店に対

する売上については、商品売上高と販売手数料を相殺

した純額を「売上高」として計上しておりましたが、

当中間連結会計期間より、商品売上は「売上高」、販

売手数料は「販売費及び一般管理費」として各々総額

で計上する方法に変更しております。この変更は、従

来の直営店における消費者向け販売に加え、当中間連

結会計期間より量販店内におけるインショップ形式で

の携帯電話販売を本格的にスタートさせ、それに伴い

量販店向け携帯販売が増大したことを受け、商品売上

高と販売手数料とをそれぞれ区分して表示し、取引規

模及び損益区分をより適正に表示するために行ったも

のであります。この変更により、従来の方法と比べ

て、売上高、売上総利益、販売費及び一般販管費がそ

れぞれ3,504百万円増加しております。なお、営業利

益以下の項目には影響はありません。 
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8-3．表示方法の変更 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日） 

―――――――― （中間連結貸借対照表） 

「破産債権等に準ずる債権」については、前中間連

結会計期間において区分掲記しておりましたが、区分

掲記の基準以下の状況が継続しているため、当中間連

結会計期間から「固定化債権」に含めて表示すること

としました。なお、当中間連結会計期間末の「破産債

権等に準ずる債権」は、1,071百万円であります。ま

た、「固定化債権」は、より適切な科目として表示す

るため、当中間連結会計期間より「破産債権等」に変

更いたしました。 
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8-4．追加情報 
 

前中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成15年３月31日） 

（自己株式及び法定準備金取崩等会

計） 

 当中間連結会計期間から「自己株

式及び法定準備金の取崩等に関する

会計基準」（企業会計基準第１号 平

成14年２月21日 企業会計基準委員

会）を適用しております。これによ

る当中間連結会計期間の損益に与え

る影響は軽微であります。 

 なお中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の資本の部及

び中間連結剰余金計算書について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

により作成しております。 

 

―――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（退職給付会計） 

 当社及び一部の連結子会社は、従

業員退職金制度(企業年金、適格年

金)を廃止することを決議し相当する

引当金を全額取り崩しております。

これによる当中間連結会計期間の損

益に与える影響は軽微であります。 

―――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

（退職給付会計） 

 当社及び連結子会社は、従業員退

職金制度(企業年金、適格年金)を

廃止することを決議し、相当する

引当金を全額取り崩しておりま

す。これによる当連結会計年度の

損益に与える影響は軽微でありま

す。 
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9-1．注記事項(中間連結貸借対照表関係) 
 

 

前中間連結会計期間末 
（平成14年９月30日現在） 

当中間連結会計期間末 
（平成15年９月30日現在） 

前連結会計年度 
（平成15年３月31日現在） 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

          2,932百万円 

 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

          2,507百万円 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

          2,432百万円 

※２．担保提供資産 

（担保に供している資産） 

 定期預金     2,747百万円 

 投資有価証券     52百万円 

（上記に対応する債務） 

 買掛金      4,269百万円 

 １年以内返済予定長期借入金  85百万円 

（短期借入金に含めて表示しており

ます。） 

 未払金        6百万円 

 （流動負債の「その他」に含めて

表示しております。） 

 長期借入金     110百万円 

 

※２．担保提供資産 

（担保に供している資産） 

 定期預金      1,673百万円 

 土  地     2,153百万円 

 建  物     1,057百万円 

（上記に対応する債務） 

 買掛金      6,416百万円 

 未払金        3百万円 

  （流動負債の「その他」に含め

て表示しております） 

土地及び建物を製品供給取引及び

請負取引から生じる債務（当中間期

末残高3,900百万円）に対して担保

提供しております。当該債務にかか

る根抵当権の極度額は1,166百万円

であります。 

 

※２．担保提供資産 

（担保に供している資産） 

 定期預金     1,651百万円 

 土  地     2,153百万円 

 建  物     1,074百万円 

（上記に対応する債務） 

 買掛金      4,592百万円 

 未払金        15百万円 

 （流動負債の「その他」に含めて

表示しております） 

 土地及び建物を製品供給取引及び

請負取引から生じる債務（当期末残

高3,373百万円）に対して担保提供

しております。当該債務にかかる根

抵当権の極度額は1,166百万円であ

ります。 

 

※３．消費税等の会計処理 

仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺の上、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

※３．消費税等の会計処理 

同  左 

※３．――――――――――― 
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前中間連結会計期間末 
（平成14年９月30日現在） 

当中間連結会計期間末 
（平成15年９月30日現在） 

前連結会計年度 
（平成15年３月31日現在） 

４．純資産額維持 

中間連結財務諸表提出会社は、社

債要項に基づいて第４回無担保社債

（新株引受権附）(当初の発行総額

7,000百万円 当中間連結会計期間

末未償還残高7,000百万円 発行日平

成11年12月24日 償還日平成14年12

月24日)及び第６回無担保社債（担

保提供限定特約付）(当初の発行総

額40,000百万円 当中間連結会計期

間末未償還残高24,729百万円 発行

日平成11年12月24日 償還日平成15

年12月24日)の未償還残高が存在す

る限り、中間連結財務諸表提出会社

の決算期の末日における個別ベース

の貸借対照表に示される資本の部の

金額を724億円以上に維持する必要

があります。当該金額を下回る場合

は、その貸借対照表の基準とした決

算期の末日より４ヶ月を経過したと

きに期限の利益を喪失します。 

これらの期限の利益喪失に関す

る特約は、本社債のために担保附社

債信託法に基づき、社債管理会社が

適当と認める担保権を設定したとき

は適用されません。 

 

４．――――――――――― ４．――――――――――― 

５．偶発債務 

 以下の会社の銀行借入及び

リース取引に対し、債務保証を

行っております。なお、リース

取引に対する債務保証について

は、極度額を記載しておりま

す。 

 

５．偶発債務 

 以下の会社のリース取引に対

し、債務保証を行っております。

なお、金額については、極度額を

記載しております。 

５．偶発債務 

 以下の会社のリース取引に対し、

債務保証を行っております。なお、

金額については、極度額を記載して

おります。 

保証先 金額   保証先 金額   保証先 金額 

 銀行借入に対する 
債務保証 百万円   リース取引に対する 債務保証 百万円   リース取引に対する 債務保証 百万円  

   ㈱ﾈｯﾄﾜｰｸ 12      ㈱ﾃﾞｨｼﾞｯﾄﾌﾞﾚｰﾝ 44      ㈱ﾃﾞｨｼﾞｯﾄﾌﾞﾚｰﾝ 44 

リース取引に対する 
債務保証       ㈱ｴﾑｽﾀ 4   計 44 

   ㈱ﾃﾞｨｼﾞｯﾄﾌﾞﾚｰﾝ 44   計 48     

計 56         
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前中間連結会計期間末 
（平成14年９月30日現在） 

当中間連結会計期間末 
（平成15年９月30日現在） 

前連結会計年度 
（平成15年３月31日現在） 

６．当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行２行と当座

貸越契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当連結会計年度末の

借入未実行残高は次のとおりであり

ます。 

当座貸越極度額   1,170百万円 

借入実行残高      ―    

６．――――――――――― 

 

６．当社及び連結子会社（㈱ｱｲ･

ｲｰｸﾞﾙｰﾌﾟ）は、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行２行と

当座貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当中間連結会計

期間末の借入未実行残高は次のと

おりであります。 

 当座貸越極度額及 

 び貸出コミットメ 

ントの総額    3,000百万円 

 借入実行残高     ―    

 差引額      3,000百万円 

差引額       1,170百万円  
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9-2．注記事項(中間連結損益計算書関係) 
 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成15年３月31日） 

   

※１．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

 販売手数料 11,419 百万円 

 給料     5,344 百万円 

 雑給     1,612 百万円 

 

※１．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

 販売手数料    9,204 百万円 

 給料       5,727 百万円 

 賞与引当金繰入額   500 百万円 

 貸倒引当金繰入額    64 百万円 

 

 

※１．販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

 販売手数料   14,937 百万円 

 給料      10,194 百万円 

 雑給       2,997 百万円 

 地代家賃     2,583 百万円 

 賞与引当金繰入額  594 百万円 

 貸倒引当金繰入額  220 百万円 

 

※２．社債買入消却益 

 当社無担保社債 2,280百万円の買

付けを行い、当該社債の消却を実施

したことに伴い発生したものであり

ます。 

 

※２．社債買入消却益 

 当社無担保社債89百万円の買付け

を行い、当該社債の消却を実施した

ことに伴い発生したものでありま

す。 

※２．社債買入消却益 

 当社無担保社債3,273百万円の買

付けを行い、当該社債の消却を実施

したことに伴い発生したものであり

ます。 

※３．固定資産除売却損の内訳は

次のとおりであります。 

※３．固定資産除売却損の内訳は次

のとおりであります。 

※３．固定資産除売却損の内訳は次

のとおりであります。 

建 物 及 び 構 築 物 234 百万円 建 物 及 び 構 築 物 84百万円 建 物 及 び 構 築 物 364百万円 

機械装置及び運搬具 4 機械装置及び運搬具 0 機械装置及び運搬具 7 

工 具 器 具 備 品 41  工 具 器 具 備 品 61  工 具 器 具 備 品 223

無 形 固 定 資 産 253 無 形 固 定 資 産 3 無 形 固 定 資 産 281

計 534  計 151 計 877

   

※４.――――――――――― 

 

※４.――――――――――― 

 

※４．合併に伴う店舗等整理損失 

 移動体通信事業の販売子会社の合

併再編に伴い、不採算店舗及びフラ

ンチャイズ代理店網の整理を行った

ことによるものであります。 
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9-3．注記事項(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成15年３月31日） 

   

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

（平成14年９月30日現在） 

 

現金及び預金勘定  45,391百万円 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金  △ 2,934百万円 

３ヶ月以内に満期の 

到来する債券等       342百万円 

現金及び現金同等物  42,798百万円 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

（平成15年９月30日現在） 

 

現金及び預金勘定  30,613百万円 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金  △ 1,873百万円 

３ヶ月以内に満期の 

到来する債券等      320百万円 

現金及び現金同等物 29,061百万円 

 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

（平成15年３月31日現在） 

 

現金及び預金勘定  31,209百万円 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金  △ 1,873百万円 

３ヶ月以内に満期の 

到来する債券等       333百万円 

現金及び現金同等物  29,669百万円 
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10．リース取引 
 

前中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成15年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引（借主側） 

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引（借主側） 

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引（借主側） 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高

相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高

相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高相

当額 

 取得価額

相当額 

 

(百万円) 

減価償却

累計額 

相当額 

(百万円) 

中間期 

末残高 

相当額 

(百万円) 

   取得価額

相当額 

 

(百万円) 

減価償却

累計額 

相当額 

(百万円)

中間期 

末残高 

相当額 

(百万円) 

   取得価額

相当額 

 

(百万円) 

減価償却

累計額 

相当額 

(百万円)

期末残高 

相当額 

 

(百万円) 

 

建 物 

及 び 

構築物 

3 2 1 

  建 物 

及 び 

構築物 

3 2 0 

  建 物 

及 び 

構築物 

3 2 0 

 

機械装

置及び

運搬具 

10 6 4 

  機械装

置及び

運搬具 

- - - 

  機械装

置及び

運搬具 

10 3 6 

 

工具器

具備品 
249 195 54 

  工具器

具備品 
45 27 17 

  工具器

具備品 
103 61 41 

 

合計 264 203 60   合計 48 30 17   合計 116 68 48  

（注）取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算

定しております｡ 

 

（注）   同  左 

 

（注）取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております｡ 

(2)未経過リース料中間期末残高相当額 (2)未経過リース料中間期末残高相当額 (2)未経過リース料期末残高相当額 

１年内 28百万円 １年内 6百万円 １年内 24百万円 

１年超 31百万円 １年超 11百万円 １年超 24百万円 

合計 60百万円 合計 17百万円 合計 48百万円 

（注）未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間期末

残高が有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。 

 

（注）   同  左 （注）未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

(3)支払リース料、減価償却費相当額 (3)支払リース料、減価償却費相当額 (3)支払リース料、減価償却費相当額 

支払リース料       30百万円 支払リース料      11百万円 支払リース料       36百万円 

減価償却費相当額     30百万円 

 

減価償却費相当額    11百万円 減価償却費相当額     36百万円 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

    同  左 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

    同  左 
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11．有価証券 
 

１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 （単位：百万円）

 

前中間連結会計期間末 

（平成14年９月30日現在） 

当中間連結会計期間末 

（平成15年９月30日現在） 

前連結会計年度末 

（平成15年３月31日現在） 

種 類 

取得原価 

中間連結

貸借対照

表計上額 

差額 取得原価 

中間連結

貸借対照

表計上額 

差額 取得原価 

連結貸借

対照表計

上額 

差額 

(1)株式 785 2,890 2,105 134 3,962 3,827 625 2,840 2,215 

(2)債券 

   ①社債 

 

1,162 

 

1,248 

 

86 

 

― 

 

― 

 

― 

 

78 

 

77 

 

△  1 

(3)その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

合 計 1,947 4,139 2,191 134 3,962 3,827 704 2,917 2,213 

前中間連結会計期間末 

（平成14年９月30日現在） 

当中間連結会計期間末 

（平成15年９月30日現在） 

前連結会計年度末 

（平成15年３月31日現在） 種 類 

中間連結貸借対照表計上額 中間連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額 

(1)非上場株式 

（店頭売買株式を除く） 

 

25,751 

 

20,905 

 

21,380 

(2)非上場社債  1,370 35 821 

(3)ﾏﾈｰ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ等 250 255 250 

(4)その他 91 65 82 

合 計 27,464 21,260 22,535 
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12．デリバティブ取引 
 

 

１. 通貨関連 

前中間連結会計期間末（平成14年９月30日現在） 

 該当事項はありません。 

  

 

当中間連結会計期間末（平成15年９月30日現在） 

 該当事項はありません。 

 

 

前連結会計年度末（平成15年３月31日現在） 

 該当事項はありません。 

 

 

２. 金利関連 

前中間連結会計期間末（平成14年９月30日現在） 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いてお

ります。 

 

当中間連結会計期間末（平成15年９月30日現在） 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いてお

ります。 

 

前連結会計年度末（平成15年３月31日現在） 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いてお

ります。 
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13．セグメント情報 
 

１． 事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

前中間連結会計期間（自平成14年４月１日 至平成14年９月30日） 
 

 
(単位：百万円)

 移 動 体     
通信事業 

ＯＡ機器
販売事業 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 
関連事業 

ﾃﾚﾏｰｹﾃｨ 
ﾝｸﾞ事業 

その他 
事 業    計 消去又は全社     連結 

 売上高         

(1)外部顧客に対する売上高          34,253 18,745 3,090 2,321 1,175 59,586 － 59,586 

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高          31 47 0 1 34 115 (115) － 

計 34,284 18,793 3,090 2,322 1,210 59,701 (115) 59,586 

 営業費用 30,810 18,251 2,569 2,936 741 55,308 (367) 54,941 

 営業利益(又は営業損失)           3,474 541 521    (613) 468 4,392 252  4,644 

 (注)１．事業区分の方法 

         事業は、品目の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております｡ 

    ２．各区分に属する主要な品目 

事 業 区 分 主  要  品  目 

移動体通信事業          移動体通信サービス手数料、移動体通信機器等 

ＯＡ機器販売事業  複写機、ファクシミリ、固定電話機、付属品等 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ関連事業          インターネット関連・企画・提供・販売サービス手数料等 

テレマーケティング事業          マイライン加入取次手数料等 

そ の 他 事 業          衛星放送サービス手数料、投資事業等 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,725百万円であり､その主なものは当

社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用などであります。 

 

当中間連結会計期間（自平成15年４月１日 至平成15年９月30日） 
 

 
(単位：百万円)

 ＳＨＯＰ 
事業 法人事業 その他 

事 業    計 消去又は全社     連結 

 売上高       

(1)外部顧客に対する売上高          43,941 28,825 1,803 74,570 － 74,570 

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高          143 136 － 279 （279） － 

計 44,084 28,962 1,803 74,850 （279） 74,570 

 営業費用 39,624 25,225 1,610 66,461 （724） 65,737 

 営業利益(又は営業損失)           4,459 3,736 192 8,388 444  8,832 

 (注)１．事業区分の方法 

         事業は、品目の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております｡ 

    ２．各区分に属する主要な品目 

事 業 区 分 主  要  品  目 

Ｓ Ｈ Ｏ Ｐ 事 業  移動体通信サービス手数料、移動体通信機器等 

法 人 事 業 

複写機、ファクシミリ、固定電話機、付属品 

インターネット関連・企画・提供・販売サービス手数料 

マイライン加入取次手数料等 

そ の 他 事 業          保険販売事業、投資事業等 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,802百万円であり､その主なものは当

社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用などであります。 
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４．事業区分の変更 

 当中間連結会計期間より、事業セグメントの構成内容を変更し、従来の「移動体通信事業」を含め、店頭販売

による事業活動を「SHOP事業」として表示いたします。また、従来の「OA機器販売事業」、「テレマ－ケティン

グ事業」、「インターネット関連事業」、及び「その他事業」のうち、中小企業を主な顧客とした法人向け商

品・サービスの販売事業を包括して「法人事業」と変更表示いたします。 

 この変更は、５ページ「３．経営成績」に詳細を記載の通り、当社グループの組織再編に鑑み、より各事業セ

グメントを営業実態に合わせ適切に表示しようとするものです。今後、グループ内外の商品・サービスを従来の

販売経路に限定せず、グループ内の販売網を横断的に活用し販売活動を行なってゆく方針と合致した事業区分に

変更いたしました。 

前中間連結会計期間及び前連結会計年度を当中間連結会計期間の事業区分によった場合の事業の種類別セグメ

ント情報は以下のとおりです。 

 

前中間連結会計期間（自平成14年４月１日 至平成14年９月30日） 
 

 
(単位：百万円)

 ＳＨＯＰ 
事業 法人事業 その他 

事 業    計 消去又は全社     連結 

 売上高       

(1)外部顧客に対する売上高          34,253 24,495 838 59,586 － 59,586 

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高          31 72 － 104 （104） － 

計 34,284 24,567 838 59,690 （104） 59,586 

 営業費用 30,810 23,854 771 55,436 （495） 54,941 

 営業利益(又は営業損失)           3,474 712 66 4,253  390 4,644 

前連結会計年度（自平成14年４月１日 至平成15年３月31日）  (単位：百万円)

 ＳＨＯＰ 
事業 法人事業 その他 

事 業    計 消去又は全社     連結 

 売上高       

(1)外部顧客に対する売上高          71,478 50,521 2,105 124,105 － 124,105 

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高          41 153 － 194 （194） － 

計 71,519 50,674 2,105 124,299 （194） 124,105 

 営業費用 64,808 48,172 2,074 115,056 （1,220） 113,836 

 営業利益(又は営業損失)           6,710 2,502 30 9,243 1,025 10,269 
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前連結会計年度（自平成14年４月１日 至平成15年３月31日） 
 

 
(単位：百万円)

 移 動 体     
通信事業 

ＯＡ機器
販売事業 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 
関連事業 

ﾃﾚﾏｰｹﾃｨ 
ﾝｸﾞ事業 

その他 
事 業    計 消去又は全社     連結 

 売上高         

(1)外部顧客に対する売上高          71,478 37,097 8,281 4,896 2,351 124,105 ― 124,105 

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高          41 76 55 3 89 266 (266) ― 

計 71,519 37,173 8,337 4,899 2,441 124,371 (266) 124,105 

 営業費用 64,808 36,556 7,066 5,160 1,503 115,096 (1,259) 113,836 

 営業利益(又は営業損失)           6,710 617 1270    (260) 937 9,275 993 10,269 

 (注)１．事業区分の方法 

         事業は、品目の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております｡ 

    ２．各区分に属する主要な品目 

事 業 区 分 主  要  品  目 

移動体通信事業          移動体通信サービス手数料、移動体通信機器等 

ＯＡ機器販売事業  複写機、ファクシミリ、固定電話機、付属品等 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ関連事業          インターネット関連・企画・提供・販売サービス手数料等 

テレマーケティング事業          マイライン加入取次手数料、保険契約取次手数料等 

そ の 他 事 業          衛星放送サービス手数料、投資事業等 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は3,461百万円であり､その主なものは当

社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

 

２．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成14年４月１日 至平成14年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成15年４月１日
至平成15年９月30日）及び前連結会計年度（自平成14年４月１日 至平成15年３月31日） 

   本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、 

   所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

３．海外売上高 

前中間連結会計期間（自平成14年４月１日 至平成14年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成15年４月１日
至平成15年９月30日）及び前連結会計年度（自平成14年４月１日 至平成15年３月31日） 

   海外売上高は連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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14．1株当たり情報 
 

前中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成15年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,161円62銭 １株当たり純資産額 1,094円16銭 １株当たり純資産額 1,026円45銭 

１株当たり中間純損失  34円43銭 １株当たり中間純利益 66円84銭 １株当たり当期純損失  171円13銭 

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 

 

63円80銭 

   なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額については、１

株当たり中間純損失が計上されて

いるため記載しておりません。 

 

（追加情報） 

 当中間連結会計期間より「１株当

たり当期純利益に関する会計基準」

(企業会計基準第２号 平成14年９月

25日 企業会計基準委員会)及び「１

株当たり当期純利益に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第４号 平成14年９月25日 企

業会計基準委員会)を適用しており

ます。 

なお、従来の方法によった場合の

当中間連結会計期間における１株当

たり情報の各金額については上記と

同額であります。 

  

   なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額については、１株

当たり当期純損失が計上されている

ため記載しておりません。 

 

（追加情報） 

 当連結会計年度より「１株当たり

当期純利益に関する会計基準」(企

業会計基準第２号)及び「１株当た

り当期純利益に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準適用指針第

４号)を適用しております。 

 なお、従来の方法によった場合の

当連結会計年度における１株当たり

情報の各金額については上記と同額

であります。 
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（注）１株当たり中間（当期）純利益（損失）金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の

基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成15年３月31日） 

１株当たり中間（当期）純利
益 

   

中間（当期）純利益（△損
失）（百万円） 

 △1,579 3,718 △7,922 

普通株主に帰属しない金額

（百万円） 
― ― ― 

普通株式に係る中間（当
期）純利益（△損失）（百
万円） 

△1,579 3,718 △7,922 

期中平均株式数（株） 45,869,109 55,630,244 46,295,451 

    

潜在株式調整後１株当たり中
間（当期）純利益 

   

 中間（当期）純利益調整額

（百万円） 
― ― ― 

 （うち支払利息（税額相当
額控除後）） 

（―） （―） （―） 

（うち事務手数料（税額控
除相当後）） 

（―） （―） （―） 

普通株式増加数（株） ― 2,650,112 ― 

（うち転換社債） （―） （2,254,977） （―） 

（うち新株引受権） （―） （206,607） （―） 

（うち新株予約権） （―） （188,528） （―） 

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益の算定根拠
に含めなかった潜在株式の概
要 

 
 
 

 
 

 転換社債１銘柄(額面総
額6,320百万円)、新株引受

権附社債２銘柄(新株引受
権の残高1,239百万円)及び
新株予約権1種類(新株予約

権の数3,000個)。 
 
 

 
 

 連結子会社発行の新株
引受権附社債１銘柄。 

 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                                    

 2005年５月31日満期
ユーロ円建転換社債、第

３回無担保社債（新株引
受権附）、第４回無担保
社債（新株引受権附）、

第５回無担保社債（新株
引受権附）及び新株予約
権２種類（新株予約権の

個数3,103個）、並びに
連結子会社発行の新株引
受権附社債１銘柄。 
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15．重要な後発事象 
 

前中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成15年３月31日） 

１．米国集団訴訟の和解合意 

 平成12年９月８日以降、当社及び連

結子会社である㈱クレイフィッシュ、

同社元代表取締役社長松島庸氏（平成

13年５月18日付で同社代表取締役を辞

任しております）、同社の引受証券会

社に対して米国において11件訴訟が提

起されておりました。原告の主張は、

㈱クレイフィッシュが米国の株式市場

ナスダックにおいて平成12年３月８日

に株式公開した際の公募関係書類にお

いて、不十分もしくは誤解を招く情報

開示がなされていたことにより、同社

株式を購入した投資家が被ったと主張

する経済的損害について被告らに責任

がある、というものです。 

 その後、11件あった訴訟が１件に併

合され、裁判所が原告代表法律事務所

の選定作業を行っておりましたが、平

成14年６月４日に、その作業が終わり

ました。それに伴い、平成14年７月19

日付けで統合され改正された集団訴訟

の訴状(a consolidated amended class 

action complaint)が送付されました。   

これに対して、被告らは、それぞれ訴

状却下の申し立てを行いました。 

―――――――――――― ―――――――――――― 

 以上の経緯を経て、平成15年６月６

日（米国時間）に、本集団訴訟の被告

である、当社、㈱クレイフィッシュ及

び同社の当時の代表取締役社長は、原

告との間で、900万米ドルを支払うこと

よって、本集団訴訟を和解によって終

了させる合意に至りました。被告の三

者は、原告の主張を一切認めることな

く、もっぱら本集団訴訟が継続するこ

とによる費用負担と不確実性を回避す

るために、この和解の合意締結に至っ

たものです。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成15年３月31日） 

   この和解で、当社は和解金900万米

ドルのうち200万米ドルを負担いたし

ます。200万米ドルという金額は、本

集団訴訟が和解なしに進行した場合

に、当社に発生するであろう弁護士

等の費用相当額であります。また、

㈱クレイフィッシュは、和解金900万

米ドルのうち662万5,000米ドルを負

担いたします。なお、この和解は裁

判所の承認をもって、最終的に有効

となります。 

―――――――――――― ―――――――――――― ２．連結子会社における有償減資及

び資本準備金減少 
   当社の連結子会社である㈱クレイ

フィッシュは、平成15年６月20日開

催の取締役会において、平成15年７

月31日開催予定の臨時株主総会に

「有償による減資及び資本準備金減

少に関する議案」を付議することを

決議し、当社はこれに対して賛成票

を投じることを同日開催の取締役会

で決議しました。 

 有償減資及び資本準備金減少の内

容は以下のとおりです。 

  (1)資本減少の目的 

 ㈱クレイフィッシュが現在及び今

後の事業規模、企業財務の安全性、

事業の効率性等を鑑みた結果、適正

な事業規模に比し、過剰な資金を有

しているという認識のもと、株主へ

の利益還元策の一環として、余剰資

金の払戻を行うものであります。 
  (2)資本減少の方法 

 株式の消却を伴わない有償減資 
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前中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成15年３月31日） 

(3)減少する資本の額 

① 資本金の額 

平成15年３月31日現在の資本金の額 

8,062,325,000円 

減少する資本金の額 

7,495,640,000円 

 

② 資本準備金の額 

平成15年３月31日現在の資本準備金の額 

7,344,661,736円 

減少する資本準備金の額 

6,879,560,000円 

 

(4)有償による減資及び資本準備金減

少の総額及び１株当たり払戻金額 

① 総額 

14,375,200,000円 
 

②１株当たり金額（※）       1,400,000円 

 

※平成15年３月31日現在の発行済株式

数により算出 

  

(5)減資のスケジュール（予定） 

臨時株主総会開催日 平成15年７月31日 

払戻基準日      平成15年８月18日 

債権者異議申述最終期日 平成15年９月８日 

効力発生日      平成15年９月９日 

 上記の資本減少は、㈱クレイフィッ

シュの臨時株主総会における決議後、

債権者異議申述期間を経て、法的に有

効となります。 

 なお、平成15年３月31日現在の㈱ク

レイフィッシュの発行済株式数は、

10,268株であり、同時点において当社

グループ以外の株主が保有する㈱クレ

イフィッシュの株式数は3,357株であ

ります。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
  至 平成15年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成14年４月１日 
  至 平成15年３月31日） 

３．ユーロ円建転換社債の転換 

平成13年５月31日発行の2005年５月

31日満期ユーロ円建転換社債は、当事

業年度終了後平成15年４月１日から平

成15年６月18日までに全額転換されて

おります。その概要は次のとおりであ

ります。 
 

平成15年３月31日現在残高 5,480百万円 

転換による減少額     5,480百万円 

資本金増加額       2,739百万円 

資本準備金増加額     2,739百万円 

増加した株式の種類及び数 

普通株式        5,696,461株 
新株の配当起算日   平成15年４月１日 
 

 なお、当該転換社債については、平

成15年５月23日に150％コール条項

（※）の要件を満たし、額面100円で

の繰上償還を行う権利が当社に生じま

した。これに伴い、当社は同日当該権

利を行使することを決議し、平成15年

６月23日を繰上償還期日として本社債

権者に通知しております。しかし、当

該転換社債は全額転換されたため、繰

上償還は生じておりません。 

 

―――――――――――― ―――――――――――― 

※150％コール条項 

 当社は、東京証券取引所における普

通株式の普通取引の終値がある20連続

取引日にわたり当該終値が当該各取引

日に適用のある転換価額の150％以上

であった場合、20連続取引日の最終日

から15日以内に本社債権者に通知を行

うことで、当該通知の日に続く30日以

上60日以内にいつでも残存する本社債

の全部を額面100円につき100円の価額

で繰上償還することができる。 

 


